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行政常任委員会 

 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ８ 日 （ 金 ）               

午 前 ９ 時 ５ ８ 分 開  会               

 

○南委員長   おはようございます。連日の委員会、お疲れさまでございます。  

 それでは、ただいまより行政常任委員会を開催させていただきます。  

 本日の欠席通告者は、病気治療のため、髙村委員と三鬼孝之委員は後刻出席の予

定でございます。  

 それでは、早速ですが、まず、委員会前に教育長のほうからもしお話があれば。  

○出口教育長   おはようございます。教育委員会でございます。  

 ただいまから令和元年度教育関係の歳入歳出決算につきまして担当課長のほうか

ら御報告を申し上げますので、よろしく御審査賜りますようにどうぞよろしくお願

いいたします。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 それでは、教育委員会所管の議案第５８号、令和元年度尾鷲市一般会計歳入歳出

決算の認定についての説明を求めます。  

○山口教育総務課長   教育総務課でございます。よろしくお願いします。  

 それでは、議案第５８号、令和元年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

てのうち、教育総務課に関する決算につきまして、決算書を基にその都度主要施策

の成果及び実績報告書及び資料も併せて御説明いたします。  

 決算書の２８６、２８７ページを御覧ください。  

 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費でございます。予算現額２４８

万円に対し支出済額は２４４万３ ,２９０円で、不用額は３万６ ,７１０円でござい

ます。  

 支出済額の主なものといたしましては、１節報酬２３５万２ ,０００円は教育委

員４名の委員報酬でございます。  

 次に、２目事務局費でございます。予算現額３億９ ,２２３万９ ,０００円に対し

支出済額は３億６ ,７８２万２ ,２８７円、繰越明許費が８３７万５ ,０００円で、

不用額は１ ,６０４万１ ,７１３円でございます。  

 １節報酬は支出済額４２万９ ,８００円で、学校健康管理医や尾鷲小学校運営協

議会委員などへの委員報酬でございます。  
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 次に、２節給料、３節職員手当等、次のページの４節共済費の職員給与費につき

ましては、総務課より説明が行われておりますので割愛させていただきますが、４

節共済費の支出済額２ ,９４８万７ ,４５６円のうち、備考欄中段の社会保険料及び

雇用保険料１ ,７９０万９ ,８９２円は、教育委員会臨時職員の社会保険料及び雇用

保険料でございます。  

 次に、７節賃金は支出済額１億２ ,０１９万２ ,３３５円で、不用額３２１万２ ,

６６５円は、主に介助員や給食調理員等の勤務時間数が見込みを下回ったことによ

るものでございます。  

 臨時雇賃金１億１ ,３２６万９ ,０９５円と２名のＡＬＴ賃金６９２万３ ,２４０

円でございます。臨時職員の詳細につきましては資料で御説明いたします。通知い

たします。  

 １ページを御覧いただきまして、御覧の表、縦の欄が所属、横の欄が職種となっ

ております。教育一般事務局費の小学校、中学校、幼稚園の用務員が９名、給食調

理員２４名、養護教諭が３名でございます。また、事務職員では、教育総務課２名、

生涯学習課２名、中央公民館１名、図書館４名、体育館１名、少年センター２名、

天文科学館２名でございます。共創・共育・共感推進事業の学校介助員２０名、学

びのサポーター２名、学校図書司書２名、合計７４名でございます。  

 共創・共育・共感推進事業につきましては、主要施策の成果及び実績報告書で御

説明いたします。通知いたします。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   共創・共育・共感推進事業ですが、事業の目的

は、特別な教育支援の必要がある障害がある子供たち一人一人の教育と安全安心を

保障すること、学びのサポーターを活用し、基礎学力の定着と向上を図り、子供た

ちの学びを支援すること、学校図書館の充実により確かな学力の育成、児童・生徒

の豊かな人間性を成形することで、事業内容は、学校介助員、学びのサポーター、

学校図書館司書の配置により子供たちを支援するもので、事業成果としましては、

学校介助員と学びのサポーターの配置により、支援が必要な児童に対し個々の特性

に応じたきめ細やかな支援を行うことにより児童が安心して学習活動に取り組むこ

とができ、自尊感情の高まりや意欲的な学びにつなげることができた。特別支援学

級の児童・生徒に対し、食事指導を含む介助の充実など、個々の教育的ニーズに応

じた対応を取り、個々の成長を支える重要な役割ができた。また、学校図書館司書

の配置により学習環境、読書環境が常時整備され、意欲的な読書活動につながるこ

とができました。  
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 決算額は３ ,２３５万８ ,０００円で、全て一般財源でございます。  

 説明は以上です。  

○山口教育総務課長   決算書２８８、２８９ページにお戻りください。  

 次に、８節報償費は支出済額３４万円で、報償費１８万円は学校評議員１８名分

で、講師謝礼１６万円は人権教育研修会講師謝礼６万円、輪内地区小中一貫英語教

育講師謝礼１０万円でございます。  

 魅力ある学校づくり推進事業につきましては、主要施策の成果及び実績報告書で

御説明いたします。通知いたします。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   魅力ある学校づくり推進事業ですが、事業の目

的は、学校の特色化、魅力ある学校づくりを進めるため、三重大学との共同研究に

より賀田小学校と輪内中学校をモデル校に位置づけ、小中連携した９年間の英語カ

リキュラムの開発、児童・生徒の英語力等の向上によりグローカルな人材育成、ま

た、教職員向けの研修会等を通じ、指導のノウハウを市内の小中学校に伝達し、市

全体の英語教育の充実を図るもので、事業内容は、９年間を通じた英語教育を充実

させ、独自のカリキュラムを開発、授業参観、モデル事業等の研修を通じて特に英

語の指導経験が少ない小学校教諭への助言指導、教職員を対象とした教材の活用法

を学ぶための講習会等を開催、地域の魅力を題材とした教材等を開発するもので、

事業成果としましては、フォニックスの指導等を通じてフレーズ学習の推進、ほと

んどの児童・生徒が英語学習を楽しみ、英語の音やフレーズをすらすらと言えるよ

うになった。研究事業、指導法の講習会の開催、三重大学の助言等も活用しながら

全教員が研修に励み、指導力が大幅に向上しました。  

 決算額は４６万２ ,０００円で、全てふるさと応援基金繰入金を活用するもので

ございます。  

 説明は以上です。  

○山口教育総務課長   それでは、決算書２８８、２８９ページにお戻りください。  

 次に、９節旅費は支出済額３８万５ ,６６０円で、不用額は２６万７ ,３４０円で

ございます。支出の主なものといたしましては、ＡＬＴ事業に係る旅費３７万９ ,

９４０円でございます。  

 次に、１１節需用費は支出済額２８５万５ ,９６４円で、事務局の消耗品が１２

０万８ ,４１９円、印刷製本費が１０４万６ ,９２５円で、社会科副読本９９万７ ,

４２５円が主なものでございます。  

 次に、１２節役務費は支出済額１０７万８ ,３６８円で、庁舎別館及び矢浜教員
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住宅の浄化槽保守点検清掃手数料が５５万８ ,２６０円で、ほか２９１ページにか

けて御覧の手数料でございます。  

 次に、１３節委託料は支出済額１ ,４８３万２９０円で、支出の主なものといた

しましては、スクールバス運行委託料１ ,４２１万５ ,７８０円でございます。  

 また、繰越明許費が８３７万５ ,０００円で、これは学校ＩＣＴ整備に係る校内

ＬＡＮ環境機器整備等業務委託料でございます。  

 九鬼・輪内地区スクールバス運行管理事業につきましては、主要施策の成果及び

実績報告書で御説明いたします。通知いたします。  

○南委員長   課長補佐、実績報告をする前にページ数だけ一緒に報告していただ

いたらよく分かると思いますので、お願いします。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   主要施策の成果及び報告書の９２ページを御覧

ください。  

 九鬼・輪内地区スクールバス運行管理事業ですが、事業の目的は、九鬼・輪内地

区における小中学生及び幼稚園児の通学、通園手段の確保、添乗員による一部介助

及び地域間交流活動等を行う際の移動手段の確保で、事業内容は、３台のスクール

バスの運行管理、輪内・九鬼・早田地区の小中学生及び幼稚園児の登下校時の運行、

幼稚園児と三木浦・三木里地区の児童・生徒の添乗介助業務、地域間交流活動等の

移動時の運行、スクールバス乗降時の避難訓練の実施等です。  

 事業成果としましては、児童・生徒及び園児の安全安心な通学、通園の手段の確

保、また、地域内での伝統行事、校外学習等の移動手段としての利用により、地域

住民との交流を通じ、社会生活、郷土愛等を育む教育環境の充実を図ることができ

ました。  

 決算額は１ ,４２１万６ ,０００円で、全て一般財源でございます。  

 説明は以上です。  

○山口教育総務課長   それでは、決算書２９０、２９１ページにお戻りください。  

 次に、１４節使用料及び賃借料は支出済額８３万５ ,６３２円で、事務局の複合

機使用料２１万３ ,５５９円等でございます。  

 次に、１５節工事請負費は支出済額１億７９７万８ ,４００円で、不用額は１ ,０

０２万１ ,６００円で、これは幼稚園及び小中学校空調設備設置工事の入札差金が

生じたことによるものでございます。  

 次に、１８節備品購入費は支出済額７９万９ ,２００円で、教員住宅のエアコン

及び電気温水の更新によるものでございます。  
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 ２９２、２９３ページを御覧ください。  

 次に、１９節負担金、補助及び交付金は支出済額５１４万３ ,６４４円、不用額

は１２６万３ ,３５６円で、これは日本スポーツ振興センター給付金が見込みを下

回ったことによるものでございます。  

 主なものといたしましては、尾鷲教育支援センター運営負担金４５万円、日本ス

ポーツ振興センター共済掛金９７万９ ,９６５円、日本スポーツ振興センター共済

給付金１６７万７９３円、次ページの紀北教育研究所運営費分担金９０万円などで

ございます。  

 次に、３目奨学資金貸付金でございます。予算現額５３１万３ ,０００円に対し

支出済額は５０１万２ ,８７５円で、不用額は３０万１２５円でございます。  

 支出の主なものにつきましては、２１節貸付金、支出済額は４９８万円でござい

ます。  

 奨学金貸付事業につきましては、主要施策の成果及び実績報告書で御説明いたし

ます。通知いたします。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   主要施策の成果及び報告書の９５ページを御覧

ください。  

 事業の目的は、高校、大学等へ進学する生徒で学資の十分でない者に対し奨学金

を貸与し、卒業後、社会に貢献させるもので、事業内容は、奨学金の新規貸付けと

継続貸付けとして計１８名へ４９８万円を貸し付けました。  

 事業成果としましては、進学する生徒に対して奨学金を貸与することにより保護

者の経済的負担を軽減し、適切な就学環境を整備し、次代の社会を担う人材育成の

ための機会を保障することができました。  

 決算額は５０１万３ ,０００円で、財源内訳は全て奨学資金貸付金返還金でござ

います。  

 説明は以上です。  

○山口教育総務課長   決算書２９６、２９７ページにお戻りください。  

 次に、２項小学校費、１目学校管理費でございます。予算現額７ ,２８３万８ ,０

００円に対し支出済額は６ ,４３１万９ ,５０６円で、不用額は８５１万８ ,４９４

円でございます。  

 支出の主なものにつきましては、１節報酬は支出済額４１６万円で、各学校の校

医報酬と薬剤師報酬でございます。  

 次に、８節報償費は支出済額１８万３ ,０００円、各小学校の就学前健診医師謝
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礼でございます。  

 次に、１１節需用費は支出済額３ ,５７９万２ ,６８８円、不用額は７２６万１ ,

３１２円で、不用額の主なものといたしましては、光熱水費が見込みを下回ったこ

とによるものでございます。  

 主な支出につきましては、授業用事務用品などの消耗品費９６５万２ ,７５８円、

光熱水費１ ,９０４万６ ,６４３円、修繕料は３６４万１ ,４０９円で、各学校照明

器具修繕ほか、矢浜小学校屋外時計修繕等が主なものでございます。  

 次に、１２節役務費は支出済額１ ,１５９万６ ,３８５円で、主な支出につきまし

ては、浄化槽保守点検等手数料６５５万７ ,４１０円、火災報知器点検手数料６０

万１ ,９８０円、次ページ、２９８、２９９ページを御覧ください。給食用昇降機

点検手数料６３万４ ,１１０円、立木伐採作業手数料１３３万９ ,２００円などでご

ざいます。  

 次に、１３節委託料は支出済額２９６万７ ,０４９円で、児童心臓検診委託料２

９万６２８円をはじめ、以下、次ページにわたって御覧の委託料でございます。  

 次に、１４節使用料及び賃借料は支出済額１９２万４ ,０６６円で、不用額は５

５万８ ,９３４円で、不用額の主なものといたしましては、臨時休校期間があった

ため、複合機使用料が見込みを下回ったことによるものでございます。  

 主な支出につきましては、複合機使用料１３３万７ ,８１７円、インターネット

使用料４９万５ ,０００円でございます。  

 次に、１５節工事請負費は支出済額３７３万６ ,８００円で、矢浜小学校遊具設

置工事等でございます。  

 小学校施設整備事業につきましては、主要施策の成果及び実績報告書で御説明い

たします。通知いたします。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   主要施策の成果及び報告書の９６ページを御覧

ください。  

 事業の目的は、小学校施設の遊具の更新、危険箇所の改修等により児童の心身の

健全な発達を促すとともに、快適で安全安心な教育環境の整備を図ることで、事業

内容としましては、小学校の危険遊具の更新、危険箇所の改修、尾鷲ヒノキ製の組

立て式机、椅子を整備するもので、事業成果としましては、矢浜小学校に滑り台を

設置、賀田小学校のひさしのコンクリート剝がれ防止の修繕、賀田小学校への尾鷲

ヒノキ製の組立て式の机、椅子６０組を整備しました。  

 決算額は６００万５ ,０００円で、財源内訳としましては、みえ森と緑の県民税
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市町交付金が机、椅子整備分として２２６万８ ,０００円、学校教育施設等整備事

業債が滑り台設置分として１３０万円、ほか一般財源でございます。  

 説明は以上です。  

○山口教育総務課長   決算書３００、３０１ページにお戻りください。  

 次に、１６節原材料費は支出済額２２万８ ,６４７円で、グラウンド整備用山砂

代等でございます。  

 次に、１８節備品購入費は支出済額３５３万３ ,６２８円で、各小学校の図書購

入や賀田小学校の組立て式ヒノキ製机、椅子の購入費でございます。  

 次に、１９節負担金、補助及び交付金は支出済額１９万７ ,２４３円で、修学旅

行付添旅費負担金１４万６ ,２４３円等でございます。  

 ３０２、３０３ページを御覧ください。  

 次に、２目教育振興費でございます。予算現額１ ,０５２万５ ,０００円に対し支

出済額は９４２万８ ,０７３円で、不用額は１０９万６ ,９２７円でございます。  

 ８節報償費は支出済額１万３ ,０００円で、報償費１万３ ,０００円は子供の学び

と育ち育成支援事業に係るものでございます。  

 子供の学びと育ち育成支援事業につきましては、主要施策の成果及び実績報告書

で御説明いたします。通知いたします。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   主要施策の成果及び報告書の９８ページを御覧

ください。  

 事業の目的は、ふるさと尾鷲を担い、つくり上げていくおわせ人を育成していく

ため、教職員への絶え間ない研修、豊かな未来を切り開くための環境づくり、学校

教育の充実化、また、文化的、芸術的な催物の鑑賞を通じ、園児の豊かな感性や想

像力を育むもので、事業内容は、全ては子供たちのためにという思いを組織的に支

え合う取組を推進、各教科において話す、聞く、伝え合う、学び合うことを大切に

した授業づくり、基礎学力の育成を目指した学習指導の推進、学校満足度調査、Ｑ

Ｕ調査を活用し、自立する力、共に生きる力の育成、また、幼稚園において交流保

育や本物の芸術に触れ合う機会をつくることにより豊かな感性と想像力を育むもの

で、事業成果といたしましては、ＱＵ調査を活用し、学級の子供たちの思いや人間

関係などの状況を客観的データを基に確認し、学級経営の改善に役立てることや、

いじめ等の諸問題に対し、未然防止の取組や迅速な対応ができた。また、プロの人

形劇団の演技を鑑賞し、貴重な体験を大勢の友達たちと一緒に鑑賞できました。  

 事業費は小学校が３４万４ ,０００円、中学校が４４万円、幼稚園が２６万円で、
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全て一般財源でございます。  

 説明は以上です。  

○山口教育総務課長   決算書３０２、３０３ページにお戻りください。  

 １１節需用費は支出済額５８万２ ,８４２円で、ふるさと教育支援事業及び先ほ

どの子供の学びと育ち育成支援事業に係る消耗品費でございます。  

 ふるさと教育支援事業につきましては、主要施策の成果及び実績報告書で御説明

いたします。通知いたします。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   主要施策の成果及び報告書の９７ページを御覧

ください。  

 事業の目的は、子供たちがふるさと尾鷲に愛着を持ち続けるために、地域の人々

の考え方や生き方、自然、景観、歴史、伝統文化の体験などにより郷土愛を育むふ

るさと教育を充実させるもので、事業内容は、体験学習や地域教材を活用した学び

の充実、地域の方々や達人を活用したふるさと教育の充実、ふるさと産業体験活動

の実施、市外の地域文化、産業について見識を広め、将来の尾鷲のあるべき姿につ

いて考えるもので、事業成果としましては、児童、教職員が地域のよさを認識する

とともに、地域を大切にする思いを育むことができた。また、地域の方との交流を

深めることができ、充実した学習となった。ふるさと産業体験活動を通じ、働くこ

との意義、社会生活上の基本的なことなどを学び、自分自身の生き方、キャリアプ

ランを考える貴重な体験とすることができました。  

 決算額は小学校が５８万４ ,０００円、中学校が９万円で、全てふるさと応援基

金繰入金を活用するものでございます。  

 説明は以上です。  

○山口教育総務課長   決算書３０２、３０３ページへお戻りください。  

 次に、１２節役務費は支出済額７ ,０００円、１４節使用料及び賃借料は支出済

額３２万５ ,０００円で、いずれも先ほどのふるさと教育支援事業及び子供の学び

と育ち育成支援事業に係る保険料及びバス借上料等でございます。  

 次に、２０節扶助費は支出済額８４８万４ ,２３１円、不用額は１０７万６ ,７６

９円で、就学援助費認定件数が見込みを下回ったことによるものでございます。支

出の内容は、学用品費、給食費、特別支援教育就学奨励費でございます。内訳は要

保護１名、準要保護１３９名の合計１４０名、特別支援が２１名でございます。  

 次に、２３節償還金利子及び割引料は支出済額１万６ ,０００円で、特別支援教

育就学奨励費に係る償還金でございます。  
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 次に、３項中学校費、１目学校管理費でございます。予算現額４ ,７１６万９ ,０

００円に対し支出済額は４ ,２０３万９ ,６６０円で、不用額は５１２万９ ,３４０

円でございます。  

 支出の主なものにつきましては、１節報酬は支出済額１９１万５ ,２００円で、

各学校の校医報酬と薬剤師報酬でございます。  

 次に、１１節需用費は支出済額１ ,６７１万７ ,１６５円、不用額は３３４万５ ,

８３５円で、不用額の主なものといたしましては、光熱水費が見込みを下回ったこ

とによるものでございます。  

 主な支出につきましては、事業用事務用品などの消耗品費４００万１ ,４３２円、

光熱水費９３３万７ ,８３７円、修繕料は２６６万９ ,３８２円で、尾鷲中学校給水

ポンプユニット取替え修繕１１８万８ ,０００円等でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 次に、１２節役務費は支出済額３５３万３ ,１６１円で、浄化槽保守点検等手数

料１７８万９ ,２００円、立木伐採作業手数料９１万２ ,６００円が主なもので、ほ

か御覧の手数料でございます。  

 次に、１３節委託料は支出済額１５３万１ ,０６６円で、生徒心臓検診委託料１

７万８ ,３０８円のほか、３０７ページにかけて各種委託料でございます。  

 次に、１４節使用料及び賃借料は支出済額６４万５ ,２７８円で、複合機使用料

３４万７ ,４８５円のほか、各使用料等でございます。  

 次に、１５節工事請負費は支出済額１ ,５２０万９００円で、これは尾鷲中学校

の防球フェンス設置工事でございます。  

 中学校施設整備事業につきましては、主要施策の成果及び実績報告書で御説明い

たします。通知いたします。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   主要施策の成果及び報告書の９９ページを御覧

ください。  

 事業の目的は、中学校施設の危険箇所の改修により生徒の心身の健全な発達を促

すとともに、安全安心な教育環境の整備を図るもので、事業内容は、平成３０年度

の台風により破損し、倒壊のおそれがある尾鷲中学校運動場の防球フェンスを新た

に設置するもので、事業成果としましては、防球フェンスの更新により生徒が全力

で運動をすることができ、心身の健全な発達を促し、安全安心な教育環境を整備す

ることができました。  

 決算額は１ ,５２０万１ ,０００円で、財源内訳としましては、学校教育施設等整
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備事業債が１ ,５２０万円、ほか一般財源でございます。  

 説明は以上です。  

○山口教育総務課長   決算書３０６、３０７ページにお戻りください。  

 次に、１６節原材料費は支出済額１７万１ ,０６６円で、グラウンド整備用山砂

代等でございます。  

 次ページ、３０８、３０９ページを御覧ください。  

 次に、１８節備品購入費は支出済額１３２万４４０円で、ＡＥＤ購入費などでご

ざいます。  

 次に、１９節負担金、補助及び交付金は支出済額１００万５ ,３８４円で、不用

額は１０１万１ ,６１６円で、主なものといたしましては、中学校部活動選手派遣

費補助金に係る対象が見込みを下回ったことによるものでございます。  

 主な支出につきましては、選手派遣費補助金５６万１ ,６４３円、部活動ほか市

町温水プール利用補助金１３万５００円でございます。  

 次に、２目教育振興費でございます。予算現額６７１万１ ,０００円に対し支出

済額は６４１万６ ,３５０円で、不用額は２９万４ ,６５０円でございます。  

 １１節需用費は支出済額１１４万２ ,３１９円で、中学校２校におけるクラブ活

動や先ほどのふるさと教育支援事業、子供の学びと育ち育成支援事業に係る消耗品

費でございます。  

 次に、１２節役務費は支出済額６万２ ,３８０円で、先ほどのふるさと教育支援

事業に係る通信運搬費及び保険料でございます。  

 次に、２０節扶助費は支出済額５２１万１ ,６５１円で、支出の内容は、学用品

費、給食費、特別支援教育就学奨励費でございます。内訳は、要保護が１名、準要

保護が７９名、特別支援が３名でございます。  

 次に、４項幼稚園費、１目幼稚園費でございます。予算現額３ ,１８４万３ ,００

０円に対し支出済額は３ ,１２２万４ ,２０５円で、不用額は６１万８ ,７９５円で

ございます。  

 次ページ、３１０、３１１ページを御覧ください。  

 主な支出につきましては、１節報酬は支出済額１３４万１ ,４００円で、園医報

酬等でございます。  

 次に、２節給料、３節職員手当等、４節共済費の職員給与費につきましては、総

務課より説明が行われておりますので、割愛させていただきます。  

 次に、９節旅費は支出済額１万７ ,４４０円で、支出の主なものといたしまして
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は、遠足引率に係る旅費等でございます。  

 次に、１１節需用費は支出済額８４万９ ,３８６円で、コピー用紙、事務用品費

などの消耗品費６３万９ ,８２０円、修繕料１５万１ ,２４０円は尾鷲幼稚園の照明

修繕等でございます。  

 次に、１２節役務費は支出済額１３万８ ,５５７円で、先ほどの子供の学びと育

ち育成支援事業等に係る通信運搬費等でございます。  

 次に、１３節委託料は支出済額１７万１ ,２３８円で、人形劇委託料１５万９ ,６

６０円等でございます。  

 ３１３ページを御覧ください。  

 次に、１６節原材料費は支出済額１万２ ,５２８円で、砂場用砂代でございます。  

 次に、１８節備品購入費は支出済額１５万６ ,７６８円で、遊具及び図書購入費

でございます。  

 次に、１９節負担金、補助及び交付金は支出済額１７万６ ,０４０円で、主なも

のにつきましては、教育推進協議会負担金５万円、副食費負担金７万１６０円等で

ございます。  

 以上で教育総務課に関する決算の説明とさせていただきます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。  

○南委員長   続いて、社会教育のほうをお願いいたします。  

○三鬼生涯学習課長   生涯学習課でございます。よろしくお願いします。  

 議案第５８号、令和元年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、

生涯学習課に関する決算につきまして、決算書を基に主要施策の成果及び実績報告

書で御説明いたします。  

 決算書の３１２、３１３ページを御覧ください。  

 ９款教育費、５項社会教育費、１目社会教育総務費でございます。予算現額３ ,

８６０万７ ,０００円に対し支出済額は３ ,７４１万５ ,９８１円で、不用額は１１

９万１ ,０１９円でございます。  

 ３１４、３１５ページを御覧ください。  

 人件費を除きまして、支出の主なものといたしましては、８節報償費１１１万８ ,

８４０円で、このうち９４万４ ,６００円は、放課後子ども教室推進事業「いきい

き尾鷲っ子」のコーディネーターや講師等に係る報償費で、記念品代は成人式記念

品でございます。  

 ３１６、３１７ページをお願いします。  
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 １９節負担金、補助及び交付金２０万９ ,０００円のうち、補助金は、少年活動

事業補助金として尾鷲市子ども会育成会連絡協議会への補助金３万３ ,０００円、

文化活動事業補助金として尾鷲市文化協会への補助金１４万６ ,０００円でござい

ます。  

 それでは、放課後子ども教室推進事業につきまして、主要施策の成果及び実績報

告書で御説明いたします。通知いたします。  

○苫谷生涯学習課係長   それでは、主要施策の成果及び実績報告書１０２ページ

を御覧ください。  

 放課後子ども教室推進事業について御説明いたします。  

 本事業は、地域の自然や文化に触れながら様々な講座を実施することにより、学

校外での学習を深める機会を創出し、子供たちの自ら考える力、豊かな心を育てる

とともに、放課後等における子供たちの安全で健やかな居場所づくりを進めるもの

でございます。  

 事業内容といたしましては、企画運営に当たるコーディネーターを配置し、小学

生を対象に土曜日や夏休み、放課後などに多様な体験講座を実施しております。地

域の方を講師に３４講座、５５回の開催で、田植や料理、工作、スポーツなど、

様々な講座に延べ９３９名の子供たちが参加いたしました。  

 事業費につきましては１２１万１ ,０００円、財源内訳は８１万３ ,０００円が県

支出金放課後子ども教室推進事業補助金で、４０万８ ,０００円が一般財源でござ

います。  

 説明につきましては以上でございます。  

○三鬼生涯学習課長   それでは、決算書の３１６、３１７ページにお戻りくださ

い。通知いたします。  

 ２目公民館費でございます。予算現額２ ,５２５万５ ,０００円に対しまして支出

済額２ ,３８０万８６１円、不用額は１４５万４ ,１３９円でございます。不用額の

主なものといたしましては、次ページの１３節委託料１０３万２ ,６８０円は、中

央公民館警備業務委託の入札差金が生じたためでございます。  

 前のページにお戻りください。  

 支出の主なものといたしましては、８節報償費３６万２ ,５００円で、公民館の

講座事業に係る講師謝礼でございます。  

 １１節需用費７０８万４４８円のうち、光熱水費６０３万１ ,３６５円、修繕料

４７万１ ,４０７円は公民館の防水修繕、トイレ等の修繕でございます。  
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 次ページ、３１８、３１９ページを御覧ください。  

 １３節委託料４７５万６ ,３２０円は、清掃や警備、各種点検等に伴う委託料で

ございます。  

 次ページ、３２０、３２１ページを御覧ください。  

 １５節工事請負費１１４万４ ,０００円は、中央公民館変圧器改修工事でござい

ます。  

 続きまして、３目天文科学館費でございます。予算現額２９６万８ ,０００円に

対しまして支出済額２５６万９ ,５６６円、不用額は３９万８ ,４３４円でございま

す。  

 支出の主なものといたしましては、１１節需用費１５７万９ ,８８３円のうち、

印刷製本費１９万８ ,８８０円は地方創生推進交付金を活用して作成したメシエ天

体カタログ作成費用、修繕料９１万５ ,４００円は３階ドームシャッター修繕及び

２階研修室壁面塗装修繕でございます。  

 それでは、親子天文サイエンス教室事業につきまして、主要施策の成果及び実績

報告書の１０４ページで御説明いたします。通知いたします。  

○苫谷生涯学習課係長   それでは、主要施策の成果及び実績報告書の１０４ペー

ジを御覧ください。  

 わんぱく子育て推進事業、親子天文サイエンス教室事業について御説明いたしま

す。  

 本事業は、自然豊かな本市での子育てを学びにつなげ、子育ての魅力としていく

ための事業、わんぱく子育て推進事業のうち、天文科学館等を活用して実施するも

のでございます。  

 事業内容といたしましては、親子などを対象に星座盤や月球儀などを作り、楽し

みながら学ぶ講座を２回開催するとともに、天文科学館で撮影したメシエ天体の写

真を活用し、メシエ天体カタログを作成、市内各小中学校へ配布、図書館での天文

図書コーナー設置など、連携した事業を展開いたしました。  

 事業費につきましては２１万３ ,０００円、財源内訳は１０万６ ,０００円が国庫

支出金地方創生推進交付金で、１０万７ ,０００円が一般財源でございます。  

 説明につきましては以上でございます。  

○三鬼生涯学習課長   決算書の３２２、３２３ページを御覧ください。通知いた

します。  

 次に、４目図書館費でございます。予算現額１ ,６５５万円に対しまして支出済
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額１ ,６１４万８ ,０８４円で、不用額は４０万１ ,９１６円でございます。  

 不用額のうち、８節報償費２５万円は地方創生推進交付金を活用した本読み子育

て推進事業、青空図書館におきまして、絵本作家、長谷川義史さん絵本ライブを予

定しておりましたが、１０月が悪天候で延期になり、３月は新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のためイベントが中止となったことに伴い、講師謝礼等の予算

が不執行となったためでございます。  

 支出の主なものといたしましては、１３節委託料は図書館システム更新に伴う業

務委託料２４３万５ ,４００円などでございます。  

 次ページ、３２４、３２５ページを御覧ください。  

 １８節備品購入費２５９万２ ,０９１円は、１ ,８０４冊分の図書の購入費でござ

います。  

 それでは、本読み子育て推進事業につきまして、主要施策の成果及び実績報告書

の１０６ページで御説明いたします。通知いたします。  

○濱口生涯学習課係長   それでは、本読み子育て推進事業について御説明いたし

ます。  

 事業内容としましては、青空図書館イベントを開催しました。当初、１０月開催

予定でしたが、前日に避難勧告が出ていたため延期となり、２月の子育てＨＡＰＰ

Ｙ  ＤＡＹお仕事体験と同日開催いたしました。２月開催のため、野外でゆったり

と読書を楽しんでもらうことはできませんでしたが、１階展示コーナーに子供が手

に取りやすいように絵本展示し、子供は手にした本をお母さんに読んでもらったり、

読書サークルボランティアさんの協力を得てのお話コーナーや、紙を使っての実験

や折り紙、ミニブック作りのワークショップに親子で絵本に親しんでもらうことが

できました。また、子供読書会会員の小学３年生が紙芝居屋さんで実演を行い、親

子を楽しませました。みんなの前で読むという経験は実演した子供たちにも貴重な

体験となりました。来場者は、親子連れや同日開催のお仕事体験に来ていた小学生

など、１２０名でした。  

 事業費決算額につきましては１１万９ ,０００円で、財源内訳につきましては、

２分の１、国庫支出金５万９ ,０００円、地方創生推進交付金でございます。  

 説明につきましては以上でございます。  

○三鬼生涯学習課長   決算書の３２４、３２５ページを御覧ください。通知いた

します。  

 ５目文化財保護費でございます。予算現額３５９万６ ,０００円に対しまして支



－１５－ 

出済額１７９万５ ,３５７円で、不用額は１８０万６４３円でございます。  

 不用額の主なものといたしましては、次ページの２２節補償、補塡及び賠償金１

００万円は、熊野古道周辺の森林施業者に対する熊野古道歩行者の安全確保のため

に要する際の経費の補塡事業でございますが、昨年度は該当がなかったことによる

ものでございます。  

 前のページにお戻りください。  

 支出の主なものといたしましては、８節報償費８万５ ,０００円は、主に自然サ

イエンス教室での三重大学等の講師に対する講師謝礼でございます。  

 ９節旅費２万９ ,７００円で、不用額１２万３００円は、文化庁との協議が生じ

た際の東京２名分の旅費の支出がなかったことなどによるものでございます。  

 １１節需用費１２０万３ ,４３３円のうち、次ページをお願いします。修繕料１

０７万３ ,６４０円は、大雨等により被災した熊野古道の路肩修繕などの修繕料で

ございます。  

 それでは、自然サイエンス教室事業につきまして、主要施策の成果及び実績報告

書１０８ページで御説明させていただきます。通知いたします。  

○苫谷生涯学習課係長   それでは、主要施策の成果及び実績報告書１０８ページ

を御覧ください。  

 わんぱく子育て推進事業、自然サイエンス教室事業について御説明いたします。  

 本事業は、わんぱく子育て推進事業のうち、本市の豊かな自然の中で大学や専門

家の協力を得て自然サイエンス教室を開催し、実地体験を通じて学ぶものでござい

ます。  

 事業内容としましては、大学関係者や専門家などを講師に親子などを対象とした

樹木講座や化石講座などの自然観察会を年２回開催いたしました。あわせて、中学

生の協力を募り、参加者の学びのサポートを通じた世代間交流の機会創出を図り、

子育て支援グループとも連携し、安全管理体制の強化を図ることもできました。  

 主な事業費は講座に係る講師謝礼や消耗品費などでございます。  

 事業費につきましては１２万３ ,０００円、財源内訳は６万１ ,０００円が国庫支

出金地方創生推進交付金で、６万２ ,０００円が一般財源でございます。  

 説明につきましては以上でございます。  

○三鬼生涯学習課長   それでは、決算書の３２６ページ、３２７ページにお戻り

ください。通知いたします。  

 ６目郷土室費でございます。予算現額６７６万円に対しまして支出済額６６７万
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９ ,３５６円で、不用額は８万６４４円でございます。  

 支出の主なものといたしましては、１３節委託料１３３万５ ,７００円は、大庄

屋文書等の貴重な文書や文化財を害虫などから守るための薫蒸作業の委託料でござ

います。  

 続きまして、７目少年センター費でございます。予算現額８５万１ ,０００円に

対しまして支出済額７４万５ ,９３６円で、不用額１０万５ ,０６４円でございます。  

 支出の主なものといたしましては、次ページの１９節負担金、補助及び交付金５

６万２ ,６８８円は、尾鷲市少年指導員の会への青少年非行防止活動事業補助金、

青少年育成町民会議８団体への青少年育成地域活動事業補助金、地域間交流活動推

進事業補助金は尾鷲市青少年育成市民会議への補助金となっております。関係機関

と連携した啓発活動の取組や少年センター職員によるパトロール巡回などを実施し

ております。  

 続きまして、８目文化会館費でございます。予算現額５ ,４６４万２ ,０００円に

対しまして支出済額５ ,４５８万４ ,４６０円で、不用額は５万７ ,５４０円でござ

います。  

 支出の主なものといたしましては、１１節需用費、修繕料３９５万１００円で、

小ホール漏水修繕、浄化槽配管修繕、ピンスポットライトなどでございます。  

 １３節委託料５ ,０４６万７ ,８００円は、公益財団法人尾鷲文化振興会に委託し

ている市民文化会館の指定管理料５ ,０２６万８ ,０００円などでございます。  

 続きまして、９款教育費、６項保健体育費、１目保健体育総務費でございます。

予算現額３ ,２２４万３ ,０００円に対しまして支出済額３ ,１０８万４ ,３５９円で、

不用額１１５万８ ,６４１円でございます。  

 不用額の主なものといたしましては、次ページの１９節負担金、補助及び交付金

９８万１ ,１９０円は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより他市町公営プ

ール利用補助金が見込みを下回ったことや、みえスポーツフェスティバルへの出場

者が少なかったことなどによるものでございます。  

 支出の主なものといたしましては、１３節委託料７０万円は、尾鷲市スポーツ協

会への美し国三重市町対抗駅伝参加事業委託料でございます。  

 １９節負担金、補助及び交付金８１１万４ ,８１０円の主なものは、次ページの

補助金のうち、青年スポーツ活動事業補助金はスポーツ協会への補助金、少年スポ

ーツ活動事業補助金はスポーツ少年団への活動補助金でございます。  

 みえスポーツフェスティバル参加事業補助金は、スポーツ活動の推進を目的とし
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て開催されておりますみえスポーツフェスティバルへの各スポーツ団体への参加補

助であり、昨年度は３競技、６４名の参加となりました。  

 続きまして、一般コミュニティ助成事業補助金は、昨年度、三木里地区において

自治総合センターコミュニティ助成事業を活用し、ユニカール用品を整備した際の

補助金でございます。  

 他市町公営プール利用補助金は、紀北町、大紀町、熊野市にある市民プールの利

用者に対する補助金であり、昨年度は延べ１ ,８３８人、１万４ ,２４６件の利用が

ございました。なお、申請者は増加傾向で推移しておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で令和２年３月から紀北健康センターが休館となり、施設が利用

できなかったことから３月分の申請がございませんでしたので、年間利用実績とし

ては前年を下回る結果となっております。  

 続きまして、２目運動場管理費でございます。予算現額４５５万３ ,０００円に

対しまして支出済額４４４万７ ,７１１円で、不用額は１０万５ ,２８９円でござい

ます。  

 支出の主なものといたしましては、１３節委託料２３７万６ ,０００円は、野球

場と市営グラウンドの施設管理や除草、トイレなどの管理委託料でございます。  

 次ページ、３３４、３３５ページを御覧ください。  

 ３目体育文化会館管理費でございます。予算現額８０９万６ ,０００円に対しま

して支出済額７１１万４ ,１３３円で、不用額は９８万１ ,８６７円でございます。

不用額の主なものといたしましては、１３節委託料７４万３ ,４９６円は体育館の

警備業務委託の入札差金などによるものでございます。  

 支出の主なものといたしましては、１１節需用費３７４万１ ,９０５円のうち修

繕料８０万９ ,５５２円は、体育館の照明、トイレなどの修繕でございます。  

 １３節委託料２７７万２ ,５０４円は、体育文化会館の警備や清掃業務委託料が

主なものでございます。  

 次ページ、３３６、３３７ページを御覧ください。  

 ４目国民体育大会関連経費でございます。予算現額１０６万６ ,０００円に対し

まして支出済額８６万３ ,１２４円で、不用額は２０万２ ,８７６円でございます。  

 支出の主なものといたしましては、９節旅費４７万７ ,９７０円は茨城国体及び

岩手県住田町で開催されましたクッブ・ジャパン・オープンへの視察調査に係る旅

費でございます。  

 １１節需用費の消耗品費１１万９ ,９９９円は、国体に向けた啓発グッズなどの
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費用でございます。なお、クッブ・ジャパン・オープンの視察旅費及び啓発グッズ

につきましては、みえ森と緑の県民税市町交付金が全額充当されております。  

 １９節負担金、補助及び交付金２５万１ ,６８６円は三重とこわか国体尾鷲市実

行委員会負担金で、主な内容といたしましては、のぼり旗などの広報啓発費、総会、

常任委員会等の開催に係る委員旅費などであります。なお、不用額１９万８ ,３１

４円につきましては、当初、横断幕製作を予定しておりましたが、県からの提供が

あったことなどから不用額が発生しましたので、残金１９万８ ,３１４円を市に戻

入したことによるものでございます。  

 以上で生涯学習課に関する決算の説明とさせていただきます。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。  

○南委員長   ありがとうございました。  

 ここで１０分間休憩します。  

（休憩  午前１０時５２分）  

 

（再開  午前１１時０４分）  

○南委員長   休憩前に引き続き委員会を続行いたします。  

 それでは、教育委員会所管の歳入歳出についての質疑に入ります。  

 御質疑のある方。  

○奥田委員   決算書の３０２、３０３のところの中学校費の１目学校管理費、１

１節需用費のところなんですけれども、１ ,６７１万７ ,１６５円、不用額が３３０

万ほどあって、先ほどの説明だと水道光熱費という話でしたけど、この詳細を教え

てもらえませんか。  

○山口教育総務課長   光熱水費につきましては、昨年度６月に全小中幼、普通教

室に空調が設置されました。空調設置に当たって予算立てする際にどの程度上乗せ

すればよいのかというところを電気保安協会さんに御相談させていただいて、約２

０％アップぐらいではないかという想定の下、予算を計上させていただいた経緯が

ございます。２０％アップで予算を計上させていただいたんですけれども、昨年度

は一昨年度に比べてそれほど猛暑ではなかったということも関係しているのかなと

思うんですけれども、その辺の関係で思った以上に光熱水費がそれほど必要なかっ

たということで不用額がこれだけになったということだと推測しております。  

○奥田委員   今の説明ですと、２０％ぐらい上がるといって保安協会で言われて

ということなんですけど、そんなに暑くなかったということですけど、水道光熱費
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を見ると実績が９３０万なので、どういう見込みをしていたのかなという気がして

ならんのですけどね。  

 何を言いたいかというと、今本当に草刈り一つやってくれないんですよ。街灯も

つけられない。お金がないとか、移転費用もないとか、そんな話ばかりなんですよ

ね。なので、３３０万も浮いてくるんだったら、そっちのほうに楽々行けるわけじ

ゃないですか。割けるわけじゃないですか。そのことを申し上げたい。もうちょっ

と当初予算のときに精査してほしかったなという気がしてならんのですけど、それ

以上申し上げません。  

 もう一個だけ、主要施策の成果及び実績報告書の９４ページのところの魅力ある

学校づくり推進事業なんですけど、４６万２ ,０００円、この事業成果を見ますと

賀田小学校で６回研究授業を行って、２回講師を招いて研修を行ったのかね。全教

員が研修に励むことにより指導力が大幅に向上したと、すごい成果が出たというふ

うな書き方がされているんですけど、僕の勘違いだったかもしれないですけど、以

前、上岡副委員長が一般質問で二村教育長とやり合ったことがありましたけれども、

上岡副委員長は特色あるものはどういうものをやるんやという話やったと思うんで

すけど、やらんかったかな。すみません、ずれておったらごめんなさいね。そのと

きに二村教育長がすごいことを言っているなと思ったんですよ。９年間、英語教育

をやっていくんですよと。僕はすごいなと思って、日常会話から全部英語でやるの

かなというようなイメージでおって、僕だけかな、そういう勘違いをしたのは。今

の段階でこれを聞いておるとまだ先生の研修程度なんですか。程度と言ったら怒ら

れますけど、ごめんなさい、これでどのぐらいの効果があったのか。ちなみにその

効果と賀田小学校、輪内中学校の生徒数の変化とか、ちょっとその辺のことを教え

てもらえませんか。  

○植前学校教育調整監   ９か年、小学校６年、中学校３年の９か年にわたるカリ

キュラムの作成ということで、現在、取り組みかけて今年で２年目になります。昨

年度は子供たちに何をしてきたかというところなんですけれども、教育課程で小学

校３、４年生は週１時間ですね、外国語活動。５、６年生で英語科が１時間、これ

が今年からスタートしました。昨年度から準備段階で入っています。中学校が週４

時間の英語科をやっています。それに加えて、輪内の校区では教育課程外の時間に

モジュールで英語のコンテンツを使いながら英語に慣れ親しんでいくというような

ところでカリキュラムを組んでいくということで、それの活動を昨年度から始めて

きているというところになっております。  
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 成果としては、先ほどおっしゃられたようなところもそうなんですけれども、先

生方の研修も当然必要ですし、小中の連携も必要ですし、子供たちへどのようにそ

れを効果的な学びにつなげていくかというところも三重大のほうと協力しながら進

めているというようなところでございます。  

○上岡副委員長   調整監、学芸会の英語の劇をしたことも言って。  

○植前学校教育調整監   学ぶ中で、成果の発表の一つとして文化祭等で英語劇の

発表、そういったこともやっているというようなところです。  

○山口教育総務課長   生徒数なんですけれども、昨年度、賀田小学校が５３名、

今年度が４８名です。輪内中が昨年度１１名、今年度が１８名です。  

○奥田委員   分かりました。今２年目ということなので、あまり言うつもりは、

これからちょっと様子を見たいなと思うんですけど、学芸会でもやられたというこ

となので、それなりにやられているのかなという気はするんですけど、中学校が増

えたんですか。１１人やったのが１８人、それはこういうふうな成果があったとい

うことなんですかね。やっぱりこういうふうな特色あるものというのは生徒を集め

るという意味では大きな意味があると思うので、そこに持っていかないと僕は意味

がないと思うし、もうちょっとＰＲしても、学芸会でもそういうのをやっていると

いうことであればもうちょっとＰＲして、今、尾鷲市はこういうふうな特色あるこ

とをやっているんですよということをやってもいいんじゃないかなという気がする

んですけど、いかがですか。  

○出口教育長   確かにＰＲを我々ももう少ししたいということで、実は小学校の

英語体操みたいなものがございまして、そういう活動も実はビデオに撮りましてワ

ンセグで流せないかということをやったんですが、どうも収録がうまくいかなくて、

音声が大変小さかったのでちょっと諦めたんですが、今後はそういう形で市民の皆

様方にもこういう教育が進んでいるんだということをぜひアピールしていきたいと

いうふうに考えています。  

○南委員長   調整監、よろしいですか。  

○植前学校教育調整監   取組の２年間の成果発表というような形で、３学期、年

が明けてから各校の英語の推進教師等を集めて取組の成果を発表していく、そして、

交流していくというようなことも計画はしております。  

○濵中委員   予算書の２９９ページ、小学校の給食についてお尋ねしたいんです

けれども、恐らく役務費の中で給食のことが出てくるのかなと思うんですけれども、

各小学校の給食残渣の調査というのはやられていますか。量であるとか、内容的な
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もの、１人当たりどれぐらい出ているというのが各学校ごとに分析されていますか。  

○山口教育総務課長   残量につきましては、各学校で当然管理して把握はしてお

ると思うんですけれども、すみません、現状では教育委員会のほうには上がってき

ておりません。申し訳ないです。  

○濵中委員   なぜこれをお伺いしたかといいますと、今、給食の整備をしようと

いう中で、学校の給食設備によって子供たちが好む好まないという辺りがアンケー

トだけではなくて、実態の調査をすることによって把握ができる部分があるのでは

ないかなと思うんです。やはり大きな金額のものを整備するのですから、皆さんに

きちんと情報をお伝えする中で、どういったところが強いのか、弱いのかという辺

りを実数として把握できる部分に関しては教育委員会のほうでも把握すべきと思う

んです。それをもって説明の説得力になるのではないかと思ったものですから、一

体、設備が新しいから、古いからだけでそれが分かれるものなのか、食材によって

分かれるものなのか、そういった辺りのきちっとした情報収集をすることによる分

析でこれからついてくる整備の計画とか予算に対しての説得力を持たせてほしいと

思います。  

○山口教育総務課長   ありがとうございます。学年ごとにどうなのかとか、あと、

先ほど言われたように、メニューに対してどのような残量が残るのか、そういった

ことを各学校に調査をかけて、今後の給食設備の整備に向けて検討材料としたいと

思います。ありがとうございます。  

○南委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  

○野田委員   決算書のほうの２９５ページなんですけれども、ちょっと確認なん

ですけど、分かりませんもので、尾鷲地区教科書採択協議会負担金というのが２４

万５ ,０００円上がっているんですが、前年度に比べて金額的には小さいというか、

少ないんですけれども、どのような要因で今回これが上がったのかなという気がし

まして、まず１点、お願いします。  

○植前学校教育調整監   この教科書採択につきましては毎年あるわけではありま

せんので、単年度ということで、今年度がその年に当たったということです。  

○野田委員   前年度の決算で４万円という数字が上がっていまして、それと比較

する中においては約２０万上がっていますので、負担金ですので、どのような形で、

４年に１回とか、３年に１回とかという形で上がるのかなというようなことを思い

ましたものですから。  
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○植前学校教育調整監   この前年度が小学校の道徳の単教科の採択でございまし

て、昨年度が小学校の道徳以外の教科の採択ということで。  

○野田委員   ２９７ページの報酬のところで校医報酬ということで今回３３７万

５ ,０００円、薬剤師報酬で７８万５ ,０００円と上がっているんですけれども、こ

れについてはどのような内訳というんですか、前年度と比べてどうなったのかとい

うところをちょっと教えていただければと思うんですが。  

○山口教育総務課長   校医報酬につきましては、各学校に歯科医であったり、歯

及び体の健診について毎年やっていただいておる、その校医の報酬でございます。

これにつきましては、昨年度は三木小、三木里小が休校になったということで、賀

田小に統合されたということで、そういったこともあって、これは学校単位で基本

額というか、報酬を払っておるんですけれども、その辺の関係で若干下がったとい

うことがございます。  

○野田委員   児童数が減ったということになるのかも分かりませんけれども、校

医報酬で９２万ぐらい、薬剤師で３１万ほど減っていますので、何人の児童・生徒

によって何人分なのかというところをお聞きしたかったものですから、前年度と比

べて。詳細なあれがなかったら、また後で聞きます、この点。  

 そして、２９９ページなんですが、ちょっと細かく聞いて誠に申し訳ないけど、

今回、結核精密検診手数料というのが上がっておるんですけれども、これは何年ご

とにとかという部分があるんですか、この数字は。３万７ ,６４０円というのが上

がっていますけれども。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   こちらは海外から、限られた海外なんですけれ

ども、そこから転入があった場合に検査をする費用になりますので、昨年度は対象

者がいたということになります。  

○野田委員   ありがとうございます。  

 最後に、３１９ページなんですけれども、今回、入札差金ということで１０３万

２ ,６８０円というのが不用額に上がっているんですけれども、その中で中央公民

館清掃業務委託料、中央公民館警備業務委託料をはじめとして、そういう委託料が

下がっているんですけれども、ここら辺の入札差金ということは十分分かるんです

けれども、ある程度、前年度と比較して、前年度を実績ベースとしてどうなるかと

いう部分は、こんな極端に下がるものかなということをお聞きしたいんですけれど

も、入札ですから相手のあることやでそうなるのかも分からんけれども、どうなん

ですか、ここら辺は。  
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○三鬼生涯学習課長   中央公民館の警備につきましては、入札において前回と違

う業者さんに替わられたということで、今回ちょっと減額というか、下がったこと

の理由の一つになっております。また、清掃業務につきましては、なるべく職員で

清掃をしようということで、今年度から掃除の回数も若干減らした中で、職員はい

ろんなごみも含めて、また、今年に入ってからは新型コロナウイルスの対策としま

して毎朝除菌をするような形での貸し館の後の清掃等も職員がかなりやっておりま

すので、そういう部分も含めて前年度よりも清掃の額が下がったという部分はある

かなというふうに思っております。  

○野田委員   最後に１点、あと、３２３ページの図書館システムの設定業務委託

料ですけれども、図書館カードというのがあって、図書館も借りやすくするとかと

いう形でいろんな作業のグレードを上げていたかと思うんですが、その点について

２４３万５ ,４００円という数字が前年度より上がっているということで判断して

よろしいのか。そこら辺、もう少し詳しく教えていただければなと思うんですが。  

○三鬼生涯学習課長   システム設定業務委託料につきましては、ウインドウズ７

のサポート終了等に伴う端末の交換等ありまして、磁気システムの検討も行ったん

ですけれども、現状のままのシステムを更新しながら、インターネットの利用を増

やしていただくような、そういうふうな形でのシステム移行をしたということに伴

いまして、昨年度、こちらの２４３万５ ,４００円という形の委託料が発生したと

いうふうなことでございます。  

○野田委員   ありがとうございます。以上です。  

○南委員長   他にございませんか。  

○楠委員   それでは、ちょっと件数があるので、ゆっくりしゃべります。  

 まず、実績報告書の９２ページ、スクールバスの運行の関係で３台が運行されて

いるわけなんですけど、これの委託料における運行の拘束時間、単なる送迎だけの

時間で委託しているのかどうかというのが１点、２点目、同じく成果で９５ページ、

いろんな形で高校、大学生への支援をしているというのは大変結構なことなんです

けど、昨年度支援した中で、せっかく支援したんだけど、やむを得ず退学した人が

いるか、いないかということ、３点目、同じく９８ページのこの内容の中で、ＱＵ

調査しながら、その事業成果の中に学校教育の改善に役立てることができた。それ

と、後段で、未然の防止の取組や迅速な対応ができたということは、そういう事実

があったということでよろしいかどうか。  

 次に、１０８ページ、ここではわんぱく子育て推進事業ということで、事業の目
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的のところに本市の定住移住の促進の一環としてと冒頭で書いてあるので、そうす

ると、事業成果の中で他市の子供たちの参加とかがあったのか、なかったのか。た

またまこういう時節柄、応募をかけたけど、来なかったのかどうか、その辺の関係。  

 次に、予算書の３２９ページ、これは青少年センター費の中の需用費、食糧費と

いうのがあるんですけど、これは何の食糧費なのか。  

 今の内容、５点ほど回答をお願いします。  

○山口教育総務課長   まず、１点目のスクールバスについて御回答申し上げます。  

 スクールバスの委託料の中の人件費、拘束時間がどの程度あるのかということだ

と思うんですけれども、スクールバスの運行については、当然、登下校というとこ

ろが拘束時間なんですが、その間の時間に空き時間といいますか、そういった時間

内でも学校行事でのスクールバスの運行であったりとか、そういったこと、先ほど

のふるさと教育という部分でもあるんですけれども、あと、各地区への祭りの参加

ですとか、そういったことも行っておりますので、拘束時間としては登校時から下

校時までということで、厳密には日数での契約とはなっておるんですけれども、時

間としてはその間も拘束しておるような形になります。  

○楠委員   日数といいながらも各事業ということは、学校の関係ですからスケジ

ュールはほとんど決まっているんですけれども、それ以外は空いている時間も何か

あれば送迎は可能だということでよろしいですか。  

○山口教育総務課長   厳密に登下校なんですが、言われるように拘束時間の間に

もし必要なことがあれば運行することも可能なんですけれども、契約上、登下校及

び学校行事とか、また、登下校の時間帯なんですけど、これは学校の授業の関係が

ございます。運行時間は曜日及び月によって違ってまいります。学校の終了時間が

違う要因というのは、夏と冬のクラブ活動の終了時間であったりとか、年間を通し

て時間単位、時間の部分が若干前後したりとかしてきますので、そういった部分と、

あと、空き時間に学校行事で運行するというような契約に基づいておりますので、

突発的なことで運行できるのかというと、今の現状の契約ではなかなか難しいよう

な状況になっております。  

○楠委員   私の聞きたいのは、結局、日数制限とか、あるいは委託の契約内容に

もよるんでしょうけど、空いた時間を多様的な活用もできないのかなというのが一

つあったので、なかなかそういう契約条項でなければ、また新たな検討をしてほし

いなというふうに思います。  

○山口教育総務課長   続いて、楠委員の御質問の奨学金の関係で、昨年度の貸し
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付けた者の中に退学者がいたのかという御質問だと思うんですけれども、昨年度貸

し付けた者の中に退学者はございません。ただ、休学された方がおりましたので、

その間ちょっと停止したということはございます。  

○楠委員   休学するにもいろいろ事情があるんでしょうけど、そのフォローアッ

プというのはどういうふうにされているんでしょうか、復学するに当たって。  

○山口教育総務課長   当然、復学されたら支給は開始させていただくことになっ

ております。  

○楠委員   基本的に貸付けは困窮している方に貸し付けるというのが目的なんで

しょうけど、せっかく社会に出るための一つの方法として制度的にはすごくいいこ

となんだけど、復学したら支給するのは当然当たり前なんだけど、この奨学金を受

けるのであれば、休学になってしまっても復学するための本来の人材づくりという

のはやっぱり教育委員会としてあるところで置いておかないと、ただ支給していま

すからいいですよ、休学したからカットしますではなくて、やはりその先につなが

ることもやっていかないと、それが本来の将来に向かう教育というんですか、社会

人になるための一つじゃないかと思うので、それももう少し深掘りしてやっておか

ないと、せっかくいい制度があるにもかかわらず、宝の持ち腐れということになる

ので、その辺の考え方っていかがですか。  

○山口教育総務課長   楠委員がおっしゃるように、休学されるにはやっぱり休学

されるだけの理由がございます。貸し付けるに当たってとか、停止するに当たって、

当然、本人及び保護者の方との話合いの下、休学ということで停止するとかという

ことでございますので、そこら辺、休学したから止めて、復学するまで放っておく

ではなくて、今後、保護者の方であったり、生徒の方と連絡を取り合って、その状

況等も確認しながら、復学に向けて何か支援ができればやっていきたいと思ってお

ります。  

○植前学校教育調整監   ＱＵ調査のところでございますが、委員がおっしゃられ

たように、これが成果として上げさせていただいたということで、ＱＵ調査という

のは学級満足度調査というようなことで、心理テストになります。これをすること

によって子供たち個々の満足度、そして、学級集団としてのどういうような現状な

のかということがこの調査によって明らかになるということで、全国的に取り組ま

れておりますので、一つの貴重なエビデンスとして使えるというところでございま

す。その結果を受けて課題をそれぞれ学校内で共有していただいて、じゃ、このク

ラスはこういうところが課題だな、こういうところはよいなというところをきちん
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と振り返りながら、じゃ、次、今後その課題を受けてどのように学級経営をしてい

くかというようなところを検討していただく、そんな使い方をしていただいており

ます。年２回の実施でございます。  

○楠委員   それは作業の一つだと思うんですけど、改善に役立てることができた

という基本的に成果じゃなくて、評価の中身、いじめ問題については具体的な内容

はいいですけど、やはりある一定のところでの迅速な対応ができた。じゃ、どのよ

うにできたのというところをもしここで発言できることがあればお願いしたい。  

○植前学校教育調整監   そういったいじめ等々の予防的な取組は全ての教育活動

の中で行うべきものなんでございますが、このＱＵ調査を使って、例えばクラスの

中で縦軸と横軸がありまして、承認感というんですか、認められ感ですね。それと、

被侵害、何かされているというような、そういう縦軸と横軸がありまして、それぞ

れの子供たちの調査によって自分の位置がどこに来ているかと。例えば承認感も高

くて被侵害も感じていない子というのは満足群という群に所属するわけで、ちょっ

と何かされておるというような気持ちにある子、そして、認めてほしいなと思って

いるような子は、言えば、ちょっと気になる、そういう位置に来るわけで、そうい

った子供の位置も分かりますので、すぐにフォローをしなくてはならない子という

のもやっぱり数値としても出てきますので、それに対してはそこに即座に支援に入

っていくというようなところの活用をしているところです。  

○三鬼生涯学習課長   主要施策の１０８ページの自然サイエンスの件でございま

すが、本事業につきましては地方創生推進交付金を活用した事業ということで、移

住定住の取組の一環としまして、当課としましては、子育てし合い、しやすいまち

づくりの一環というふうな目的で、本市の豊かな自然環境に着眼した子育ての魅力

向上をさせる取組ということでこのわんぱく子育て事業を実施しております。つき

ましては、募集のほうは市内の小学校の方を対象に募集をしておりまして、そうい

う形でこの参加者につきましては市内の小学校の生徒になってございます。  

 それと、もう一点、予算書の３２９ページの少年センター費の食糧費につきまし

ては１万３ ,２００円、こちらにつきましては港まつりにおける補導ボランティア

さんへの飲物代というふうな形で執行させていただいております。  

○楠委員   まず、実績報告書のほうの、基本的に目的からしたときに、こういう

時世ですからなかなか厳しいところもあるんですけど、せっかくいいような取組を

しているのであれば、近隣市、あるいはそういう場所にＰＲして、来ていただいて

一緒にやりませんかということなんかも結構定住移住という一つの目的に近くなる
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かと思うんですけど、その辺の考え方ってどうですか。  

○三鬼生涯学習課長   全庁的な取組として今後そういうふうな取組をしていくに

当たっては必要かなと思います。担当から御説明ありましたような、当市としては

わんぱくな子供を育てるじゃないですけれども、放課後の子供の居場所づくりも含

めた取組を進めておりますので、そういった事業と連携しながら取組を模索してい

きたいなと思います。  

○楠委員   しながらじゃなくて、するぐらいの気持ちで取り組んでいただければ

定住移住という一つの目的のところに近くなるんじゃないかと思うんですね。それ

でお願いします。  

 あと、食糧費なんですけど、お祭り事でボランティアの方にお茶を出すのか、出

さないのかとなかなか難しいところなんですけど、現実に他の活動でもこういう食

糧費の使い方をしているのかどうか、その辺、ちょっと確認します。  

○三鬼生涯学習課長   この少年センターの食糧費が実際ほぼこれだけという形で、

港まつりの特別補導のときの飲物代という形で、こちらにつきましてはボランティ

アの方への、暑い時期ですので、飲物代をお願いしておるというふうなことでござ

います。  

○楠委員   この辺、いろいろ議論があるところだと思うんですけど、基本的に有

償ボランティアなのか、本当に無償ボランティアなのかというすみ分けがなかなか

難しいんですけど、基本的に私たちが考えるボランティアというのは、自分の気持

ちを込めてくると自分で自分のお茶ぐらい持ってこいよということもあるかと思う

んですけど、その辺を今後の検討課題にしてほしいなというふうに思います。  

○小川委員   ９５ページ、先ほどとちょっとかぶるところがあるんですが、奨学

金のところで、この奨学金、年額３０万となっておりますが、これは一気に３０万

を貸し付けるのか、それとも月々幾らで貸し付けるのか、まずお答えください。  

○山口教育総務課長   こちらにある奨学金３０万円につきましては、大学生に対

する奨学金になります。こちらの償還の方法につきましては、貸与の方法ですかね。

貸し付けるほうの方法ですかね。こちらのほうは第１期が５月、第２期が８月、第

３期が１２月と、３期に分けて支給しております。  

○小川委員   １０万ずつ。  

○山口教育総務課長   そうです。１０万ずつ貸与しております。  

○小川委員   今、国のほうの奨学金、かなり充実していますよね。貸与型である

とか、また、所得連動型であるとか、また、三つの無償化ということで、幼児教育
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の無償化とか、あと、高校の無償化、高等教育の無償化ということで、大学の中で

も無償化になってきている部分がたくさん出てきていると思うんですけど、それに

よって奨学金の申込数は減ってくると思うんですよね。何が一番困っているのかと

いうと、この前、テレビで見たんですけれども、入学金で困っているという方が結

構おりまして、だから、この奨学金の貸付けの内容というのを今後、多分これは減

ってきていると思うんですよ、申込み。貸付けのほうの内容もちょっと考えたほう

がいいんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょうか。  

○山口教育総務課長   昨年度は申込みが９名ございました。一昨年、平成３０年

が７名、平成２９年が２名、今年度についても２名ということで、年度によってか

なりのばらつきがあるような状況がございます。確かに他の奨学金についていろい

ろ新たな制度が出てきたりとか、現状に合った多様な制度が今出てきつつあると思

います。本市においても、今後、貸与額をこれでいいのかとか、償還、貸付け含め

て、今後、現状に即したものがどういったものが一番よいのかというのは、貸与選

考委員会の中でも協議しながら検討していきたいと思います。  

○小川委員   ぜひ検討していただきたいと思います。  

 それでは、決算書の３０９ページと２９７ページ、学校管理費の中の需用費のと

ころ、すみません、ページを間違えました。３０３ページと３０９ページ、教育振

興費の扶助費のところでお伺いしたいと思うんですけれども、先ほど要支援とか、

何人とかと言われたんですけど、人数的には減っているんですけど、生徒が減って

いるせいかなと思うんですけれども、割合的には昨年と比べて同じぐらいなんです

か。どうなんでしょうか。減っているんですか、増えているんですか。  

○山口教育総務課長   就学援助の比率につきましては、令和元年度については約

２０％、一昨年についてもほぼ同じ２０％ぐらいになっております。なので、過去

から比べると少しずつ上がっておるんですけれども、昨年度と比べてはほぼ同じよ

うな状況になっております。  

○小川委員   去年も言わせていただいたと思うんですけど、やはり尾鷲市という

のは全国平均で６人に１人でしたかね、２０％というと５人に１人、子供の相対的

貧困率が高いということで、やはり親の所得が低い、失礼な言い方か分かりません

けど、親の所得が低い方が多いということで、よく言われるのが親の所得格差が子

供の学力格差につながるということをよく言われるんですけれども、低学年のうち、

小学生とかは多分そんなことは大丈夫だと思うんですけど、格差が出ているのかど

うか、その点、どうなんですか。  
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○出口教育長   私どものほうでは、そういう格差は認められていないというふう

に考えています。  

○小川委員   ぜひ格差が出ないような教育をよろしくお願いいたします。  

 それで、コロナの影響、ちょっと今年のことになるんですが、コロナの影響によ

って所得が減ってくる方もみえると思うんですけど、年度途中での準要保護の申請

とか、それは年度途中でもできるんでしょうか。  

○山口教育総務課長   年度途中でも可能でございます。  

○小川委員   支出済額で中学校の場合は８４０万、小学校も結構あったと思うん

ですけど、これって要保護しか国の補助金の対象にはならないんですか。準要保護

の場合はみんな市単でやるわけなんですか。それだけお答えをお願いします。  

○山口教育総務課長   就学援助の中身には要保護、準要保護と２種類あるんです

けれども、要保護につきましては２分の１の国の国庫補助がございます。準要保護

につきましては補助がございませんので、市の負担ということになります。ちなみ

に、この扶助費の中に特別支援の教育就学奨励費というのがございます。こちらの

ほうは特別に支援が必要な障害をお持ちの方が対象になるんですけれども、こちら

のほうも国の２分の１補助がございます。  

○小川委員   修学旅行費というのはみんな対象になるんでしょうか、準要保護も。  

○山口教育総務課長   修学旅行費は要保護のみの国庫補助対象になります。  

○小川委員   修学旅行費は市単では出していないということですか。  

○山口教育総務課長   準要保護のほうは市の負担で出ております。  

○野田委員   主要施策１０９ページのところを説明してもらったのかどうかちょ

っとあれなんですが、わんぱく子育て推進事業、須賀利大池活用事業ということと、

決算書でいくと３２５ページのところなんですけれども、この実績、事業成果とい

うのが上がっているんですけれども、１５人参加したとか、こういうものについて、

先ほど楠委員のほうもありました自然サイエンスのところなんですけど、今後、教

育委員会としてこれをどのように発展させていくのかとか、要は来てもらった参加

者の児童等にそこが魅力があったのかとか、どういうところがよかったのかという

ようなアンケート調査をして、今後、尾鷲の自然を広げていくとかという発想とい

うか、そういうところはどうなんですかね。ただ、今年度予算においても６万６ ,

０００円の予算がないというんですか、委員の方の報酬は上がっているんですけれ

ども、どのような活用をしていくか、どのように発展していくかというところの基

本的なところの考えを教えていただきたいんですけれども。  
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○三鬼生涯学習課長   大池の事業につきましては、なかなか子供たちが簡単には

行くことができないところで、こういう自然体験も含めた見学も含めて地元の子供

たちがこういう天然記念物に親しむと、理解をするというふうなことはすごく有意

義な事業であるというふうに考えております。特に将来の保全とか、そういうふう

な認識の中で、子供たちが小さいうちにそういうものに親しむということはとても

有意義な事業であるとともに、この推進事業自体は３年間で一応終了になりますが、

今後もいろいろないきいき等の事業の中でできる機会をつくっていきたいなという

ふうに考えています。  

○野田委員   これは「それ行け！尾鷲探検隊～須賀利大池周辺～」という形で、

キャッチフレーズというか、いろんなコンセプトを持ってやっているわけなんです

よね。こういう自然環境のあるところではどういうことをしては駄目だとか、そう

いうことも、マナーの部分も踏まえて、そして、よかったと、こういう自然になか

なか行けない、リスクというか、１人では行けないですよね、こういうところは。

そこで、行くことによって友達との関係の中において、どのようにしてよかったの

か、どのようにして今後こういう自然を大事にして、また、それに触れていくかと

いうようなところも踏まえて、やっぱりそれが発展性のあるいろんな子供の育成、

育成というとちょっと生意気ですけれども、要は発展性のあるこういうイベントか

なとは思うんですけれども、その点、どうですか。これをくどくど言う気持ちはな

いんですけれども、そういうところもちょっと考えていただきたいなと思いました

もので。  

○三鬼生涯学習課長   おっしゃるとおりだと思いますし、現地へ行くには、サポ

ーターといいますか、協力支援員の方にもそういう安全対策をしながら、子供と一

緒に専門家の方の話を聞きながら現地を学ぶということが非常に大事な話ですし、

また、終了後は反省会等を実施しながら、次の機会にこうしたほうがよかったんじ

ゃないかというふうなこともしながら次の事業に生かしていきたいなということで、

子供たちにはアンケートを取る中でそういうふうな感想を聞きながら、次の事業に

生かしていきたいなと思っています。  

○仲委員   決算書の２９１ページの１５節工事請負費１億２ ,１６０万の部分です

けど、違う、１億７９７万８ ,４００円か。工事がスムーズに行われて、既に去年

からエアコンの適正な運用もされているとは思うんですけど、また本年度も音楽室

の整備をするということで、去年は猛暑ではなかったと、７月頃のお話で判断した

んですけど、子供の様子もそんなに変わらなかったんですけど、今年は猛暑であり、
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夏休みの短縮もあったという中で現在も授業をされていますけど、子供たちの様子

はエアコンの使用によってどのような感じを受けていますか。  

○植前学校教育調整監   エアコンが整えられたということで、本当に子供たちは

集中して学びのほうにも向かっているということで、今年度は夏休みも縮小して、

この暑い中、なかなか厳しい環境であるんですが、その中でも空調設備を設置して

いただいたということは非常に子供たちにとってはありがたいし、我々にとっても

ありがたいというふうに思っています。  

○仲委員   今の説明で安心したわけですけど、今回の委員会で、要は光熱水費の

関係で２０％アップの中でこの決算では不用額が残ったという中で、この保安協会

の電気の使用頻度のあれの監視はされていますか。  

○山口教育総務課長   各学校にデマンドを設置しておりますので、ある一定の電

気量になれば音声で知らせるようなシステムがございますので、そちらのほうも気

にしながら空調設備のほうは使用しております。  

○仲委員   デマンドでお知らせ、指示があったという事例はないんですよね、今

のところ。  

○山口教育総務課長   過去に数回はありました。確かにあったことはありました。

そのときも空調の使用の仕方、以前もちょっと御説明させていただいたんですけど、

空調のマニュアルをつくって、使用しないときでもスイッチを入り切りしないで送

風に切り替えるとか、そういったことの徹底をしていただくように再度そういった

ときには周知しております。  

○仲委員   デマンドも入っておるということですもので、適正な運用が多分され

ておると思うんですけど、今後もよろしくお願いしたいと思います。  

○内山委員   主要施策の実績報告の１１５ページ、コロナの影響でかなり動向が

気になるところなんですけど、この指導員養成講習会が中止となって、クッブ、ユ

ニカールなどのデモンストレーションが予定だと４月に開催予定となるんですけど、

そろそろ全庁挙げて動かないと厳しいのではないかと思うんですけど、この辺につ

いてはどうでしょうか。  

○三鬼生涯学習課長   国体の準備のほうにつきましては、県の会議等にも担当の

ほうが出席しておりまして、独自のコロナ対策ということにつきましては県からま

だ情報はないんですけれども、それぞれ競技団体別の指針であったり、マニュアル

に準拠しながら大会の計画を今整備しておるような状況でございます。  

 また、デモスポの関係につきましても、クッブ、ユニカールの大会を近日中にも
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また開催する予定で、職員にも指導員といいますか、そういうふうな形で審判の講

習というのも今後計画しておりますので、準備のほうを進めていきたいなというふ

うに考えております。  

○内山委員   本大会は９月で、デモスポは４月ということで、もうかなり期間が

迫ってきていると思いますので、対応をよろしくお願いいたします。  

○奥田委員   主要施策の成果及び実績報告書の９９ページのところなんですけど、

中学校施設整備事業、これは尾鷲中学校の防球フェンスですね。直していただいて、

これは前々から要望が出ていて、ありがとうございました。子供たちも喜んでいる

ので。  

 それで、あと、中学校のほうから、ちょっと関連で申し訳ないですけど、プール

の改修とか、体育館の床の改修とか、要望が出ていると思うんです。この辺の計画

ってあるんですか。  

○南委員長   特に中学校関連ということでお願いいたします。気になるところで

すので。  

○山口教育総務課長   奥田委員の言われるように、プールと体育館の床について

はかなり老朽化が激しいということで、うちのほうにも要望として上がってきてお

るんですけれども、なかなか修繕については、適宜小さい修繕には対応はしておる

んですけれども、大規模な改修となると相当の費用がかかると予想されております。

今現状、費用の面も考慮しながら、何かいい手だてはないのかという検討はしてお

るんですけれども、じゃ、何年度から実際修繕へ入ろうかというようなことまでは

まだ至っていないような状況でございます。  

○奥田委員   分かりました。早急にその辺の計画を立てていただきたいと思いま

すけど、それと、教育長にちょっとお聞きしたいんですけど、先ほど小川委員のほ

うから親の所得格差が学力格差につながらないのかということを聞かれて、認めら

れていないというふうに断定的に答えられましたけど、それは何の根拠に基づいて、

どういう調査を基に言われたのか、教えてもらえませんか。  

○出口教育長   調査はしておりませんが、所得が低いから学力に課題があるとか、

あるいは所得が高いから学力がどうだということについては、我々はそこはそうい

うふうに感じておりませんし、それぞれ学力というものはそういうことだけで成立

をするものではないというふうに考えております。したがって、子供の学力に対す

る意欲であるとか、それから学校における学習の状況であるとか、あるいはまた家

庭学習の状況であるとか、いろいろなことがございますので、私たちはいわゆる経
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済状況が直接格差につながっているというふうには考えておりません。  

○奥田委員   言われることは分かるんですよ。そういうことじゃなくて、それは

子供たちの意欲の問題ですよ。ただ、さっきの質問の内容を聞いていたら、奨学金

の話で聞かれていたわけなので、僕がよく聞くのは、やっぱり親の所得の関係で私

立の大学へ行きたいけれども、公立へ行かないといけない。国公立に受からなかっ

たから大学を諦めたとか、親の所得の関係で完全に進学を諦めたとか、そういうこ

とをよく聞くんですよ。だから、そういうことも含めての所得格差等の学力格差の

話じゃないかなと僕は思うんですね、奨学金の話だったから。そういうことについ

てはどう思っているんですか。それでも認められないということなんですかね。  

○南委員長   教育長、昼食をまたぐと思いますけれども、若干続行します。  

○出口教育長   申し訳ありません。私は学校でのいわゆる学力の問題というふう

に捉えてしまいまして、今、奥田委員が言われたことにつきましては、確かに経済

状況が上級学校への進学とか、そういうものについて、これは影響があるというふ

うに考えております。  

○南委員長   間もなく時報ですので、休憩します。  

（休憩  午前１１時５９分）  

 

（再開  午後  ０時００分）  

○南委員長   再開いたします。  

○奥田委員   くどくど言うのはやめますね。最後にします。  

 ただ、僕が思ったのは、教育長の公の場での発言ということで、簡単に認められ

ていないという発言をされたので、ちょっと気になって今ちょっとかみついている

形なんですけど、申し訳ありませんね。御理解ください。  

 私が申し上げたいのは、私が中学校のときでも、兄弟が多くて、高校へ行きたい

けれども、高校へ行かんのやという子もいたんですよ、同級生でもね。今はそうい

うことはあまりないのかもしれん。でも、今でもそういうことは多少残っているか

と思うし、だからこそ、勉強したくても、もう勉強せんでもええんやと、当時よう

できる子でしたけれども、そういう子もいましたよ。だから、それが所得格差、子

供たちの意欲の問題でしょうといって学力格差は認められないんだと。それが教育

長の発言なのかなと思って、やっぱり勉強したくても親の経済力の都合で進学を諦

めたと、たくさんいるじゃないですか。聞いていませんか。教育長の周りにいませ

んか。子供たち、これまで見てきて、そういう子供たちを見てきていませんか。僕
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はたくさん声を聞いていますよ、そういう声。くどくど言うつもりはないですけれ

ども、僕は教育長の発言としてちょっと残念でしたね。もうちょっと子供たちや親

御さんの声を聞いて、だって、尾鷲の教育を司っておるわけじゃないですか。その

教育のトップの方がそういう発言をされる。僕はちょっと残念だなという気がした

ので申し上げておるんですけど、いかがですか、教育長。  

○出口教育長   先ほど申し上げましたように、私どものいわゆる学校教育の範囲

の中でそういうことは感じていない、感じられないというふうに申し上げました。

ただ、その中で、先ほど申し上げましたように、上級学校への進学であるとか、そ

ういう部分では大いにそういうことは影響しているだろうというふうに考えており

ます。したがって、奨学金の利用も今後も十分なＰＲをしながら、あるいは改善す

るところは改善をしながら支援をしていきたいというふうに思っています。  

○南委員長   ここで昼食のため休憩をいたします。  

 午後は１時２０分から行います。  

（休憩  午後  ０時０２分）  

 

（再開  午後  １時１９分）  

○南委員長   それでは、休憩前に引き続き委員会を続行いたします。  

 教育委員会の歳入歳出決算の認定についての審査を午前中に引き続き行います。  

 御意見のある方。  

 傍聴の申入れがありますので、許可してもよろしいでしょうか。１名です。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   よろしいとの許可ですので、お願いいたします。  

○上岡副委員長   決算書の２９３ページと２９５ページにあります、一つは三重

県僻地複式教育振興会市町負担金、分担金と、もう一つが紀北僻地複式教育振興会

負担金というのがあるんですけれども、昨年度この僻地教育指定されているところ

というのは尾鷲市でありましたか。  

○南委員長   誰か答えられませんか。決算の。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   昨年度僻地複式学校として指定されたのは、矢

浜小学校、向井小学校、賀田小学校、輪内中学校の４校になります。  

○上岡副委員長   ２９年度の金額とこの３０年度の金額、三重県僻地複式教育振

興会市町分担金というのは同じ金額ですか。  

○南委員長   休憩しますか。  
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○山口教育総務課長   紀北僻地のほうは同額なんですけれども、三重県僻地複式

教育振興会のほうは２ ,０００円減額となっております。  

○上岡副委員長   その２ ,０００円減額というのはどこかが減ったからですかね。

それとも１校幾らというのは決まっていますか。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   三木小と三木里小が統合になりましたので、そ

の２校分が減額となっております。  

○上岡副委員長   １校１ ,０００円という計算でよろしいんですか。  

○丸田教育総務課長補佐兼係長   まず、こちらの三重県僻地複式運営教育振興会

の会費なんですけれども、１校というのは５ ,０００円というように決まっている

んですけど、２校以上については１校当たり１ ,０００円という計算式になってお

ります。  

○南委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  

○上岡副委員長   午前中も別の委員から質問があったんですけれども、賀田小学

校の英語教育、この資料の９４ページ、少し言わせていただいたんですけれども、

学芸会じゃなくて文化祭、文化祭で私も見させていただいたんですけれども、クラ

スで英語のことをやっていたクラスがありました。講堂が満員なんですよ。見る椅

子がないぐらい。賀田小学校、これだけ輪内の教育が熱心なんだなと感心をさせら

れました。  

 もっともっと英語の授業でこういうのをやっているよというのを各地域の方に知

らせていただいて、今度は文化祭でもうあと何クラスかできるような状態にしてい

ただければ。  

 そのときにはパソコンでも、英語はしゃべるし、あとパソコンで画像を映すとい

うことを生徒がしていたので、これがもっともっとこのＩＣＴが進めば、今コロナ

禍なんで今回どうなるか分かりませんけど、いい方向に向かっているなと思ってい

ますので、きっちりとした教育をよろしくお願いしたいと思います。  

 もう一つは、天文科学館の。  

○南委員長   天文科学館、１０５ページ。  

○上岡副委員長   参考資料の１０４ページですね。わんぱく子育て推進事業の親

子天文サイエンス教室事業なんですが、これは教育委員会の判定でＡ判定を受けて

います。私、ちょうど昨年孫が帰ってきたので、孫と一緒に行っていました。この

２０万という予算についてお聞きしたいんですけれども、この２０万という予算が
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足りているのか、足りていないのか。その辺教育委員会としてはどう思われていま

すか。  

○三鬼生涯学習課長   こちらの天文サイエンス事業につきましては、昨年度まで

地方創生推進交付金事業を活用した事業として実施をさせていただいておりました。  

 この２１万３ ,０００円の内訳としましては、昨年度３年間かけてメシエ天体の

撮影を行って、最終的な形として、去年、メシエのカタログを作成させていただき

ました。  

 事業費の内訳はそこが主なものでございまして、残りはこちらの月球儀を作った

りとか、あと、この星座盤づくりをした際のインク代とかその消耗品となっており

ます。  

 参加していただいた子供たちに手作りで体験していただいたということで、費用

につきましてはできるだけ抑えた形での事業費となっておりますので、こういうふ

うな形で手作りの教室といいますか、講座を実施しておるというふうな状況でござ

います。  

○上岡副委員長   私も参加したので、その辺の内容は全部知っています。私が聞

きたいのは、この費用で足りたのかどうか。この事業が。そこをお聞きしたい。  

 Ａ判定を受けているのでよかったという形なんですけれども、私が参加したとき

にはもう本当に全部手作りで、小さな子供が穴を空けるのにビスじゃなくて何でし

たっけ。千枚通しならまだいいんです。壁につける画びょうで、もう４歳の子があ

んな画びょうで指が痛くて開けられない。よっぽど予算がないんだなと思って聞い

たら、ないですと。  

 だから、反省会でそういうのが出たらもっとよくなると。Ａ判定じゃなくてＳ判

定。そのときにも参加する人数が多くて、ほかの人がもう参加できないというので

帰っていた状態だったんですよ。そういうのもやっぱり現場の声を吸い上げて、こ

ういうところにも、報告書にも生かしてほしいと思いますので、その辺どう思われ

ますか。  

○三鬼生涯学習課長   おっしゃるとおり、そういうふうな事業をした後の反省点

を踏まえて来年度の事業計画なり準備を進めていきたいと思っております。  

 いきいきにつきましても、またそういう形での事業をやった後の反省会というの

を実施しておりますけれども、この事業につきましても今後また天文館での事業の

ほうに意見を活用できるような形で今後の計画に踏まえていきたいと思います。御

意見ありがとうございました。  
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○三鬼（和）委員   午前中に３０６ページ、３０７ページの工事費でクーラーの

設置の質問があったんですけど、この新型コロナウイルス感染症の関連も含みまし

て、この工事の後のメンテ契約についてオプションか何かついておるんですか。ど

うなんですか。  

○山口教育総務課長   空調の工事後のメンテナンスについては、特にそういった

ものはついておりません。  

○三鬼（和）委員   この整備時につきましては、熱中症であるとかというものを

中心に子供たちの環境づくりということでクーラーの設置になったと思うんですけ

ど、その後これをつけておるとき、それから年度末から新年度に関して新型コロナ

ウイルス感染症ということになって、その中の密を避けるという中には、屋内にお

いても空調機の清掃というのが大事だという指摘があったと思うんですね。  

 これはもう全国社会的なこととして、今後冷房も暖房も使うということで、学校

の中の例えばシーズンオフに中を掃除したりというのはあまりしていないと思うん

です。こういう公共のところで。今後というのはそういったものもちょっと予算化

というのか、どうしておるのかというのを説明していただきたいのと、今後コロナ

禍の中でどういった管理をしていくか。あと長もちさせるという意味も含めてして

いくかという方針等を、もし議論されておるのであればちょっと示してほしいなと

思います。  

○山口教育総務課長   空調につきましてはその清掃も行うことでやはり電気料の

削減であったり、また長もちするというような効果があると思います。実際稼働す

るのは夏がメインかと思うんですけど、その前に清掃のほうは行うようにはしてお

ります。  

 コロナ禍の状況の中、換気が重要だということで換気も適宜行っております。そ

の中で、午前中も出たんですけれども、電気料金の増額というのが大変心配される

んですけれども、そこら辺も数字等を見ながら、今後子供たちの体というか、健康

が大事ですけれども、空調のほうの電気料金の抑制というのも同時に考えていかな

ければならないと思っております。  

○三鬼（和）委員   分かりました。長もちさせることも非常に大事だし、衛生面

においても今まで以上にちょっと余分なことが増えてきたとは思うんですけど、費

用的にも人的にも増えるとは思うんですけど、この事業が進んでいく中で大切なこ

とじゃないかなと思いましたので、ちょっとお伺いさせていただきました。  

 それと、もう一点、特に教育長に伺いたいんですけど、調整監でも結構なんです
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けど、三木小学校と三木里小学校が休校になって賀田小学校にいたという中で、出

張所管内というか、コミュニティセンター管内においては、特徴として少子化とい

うことがあるので、運動会等においては地域との連携みたいな運動会をした歴史が

あろうかと思うんですね。  

 昨年ですか、賀田小学校へ行ったときに、前のときもちょっと発言させていただ

いたんですけど、地域の人の手伝いが賀田小学校マニュアルであって、意外と三木

里小学校区であるとか、旧三木小学校区の人が若干自分たちも協力したいというか、

そういう意味での、よい意味での御不満というのがあった中で、やっぱり教育委員

会としてもその辺の組立てというのはお願いしたいなということを、前回もちょっ

と何かの機会のときにお話しさせていただいたんですけど、統合になって１年した

中でそういった地域のことについてはどうですか。  

 地域の文化的なものとか、郷土のそういった郷土学というのか、そういったもの

を踏まえて、なくなった学校のところをきちっと網羅ができておるのかどうかって、

前のときにはちょっと事業が増えて全部消化し切れやんということを言っていたん

ですけど、どうですか。その辺は。  

○出口教育長   今の件につきましては、今年の部分で見てみますと学校運営協議

会というのがそれぞれ学校にございますが、今回は地域の方々に広くということで、

小学校、中学校の運営協議会が合同で開くというようなことを一緒にやりまして、

運動会をどうしていくかというような協議もなされております。  

 そして、地域に向けてどうなんだということにつきましては、今年は三木里の海

岸で子供たちがカヤックですか。ああいうものを使ったり、地域それぞれの中で特

徴あるものに参加をしていくということになるんですが、ただ、やはりこれも前回

も同じことなんですが、地域の数がかなり多いこともございまして、それはうまく

年度内で、あるいは何年かにわたって振り分けていきながら各地区を網羅できるよ

うな形というのは学校と相談をしております。  

○三鬼（和）委員   学校区が広くなるということは、それだけ子供たちもいろん

なところにおるのと同時に、人数が少ない中でも児童が存在するという中で、片方

では地域で子育てしてもらおうということをやっておるわけですので、その辺がや

っぱりバランスよくいくような取組というんですか。そういったものの予算づけと

いうのは今後積極的に議会のほうにも示してほしいなと思いますので、お願いした

いと思います。  

○出口教育長   今、三鬼委員のおっしゃったとおりだと思いますので、子供たち
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にとってもいろいろな自分たちの地域を知るということにもこれは大いに役立つと

思いますので、そんな方向でまた考えさせていただきたいと思います。  

○野田委員   主要施策の成果及び実績報告の成人式の事業なんですけれども、私、

議員になってから成人式の参加をさせていただいているんですけれども、今後開催

するのかどうかというのはちょっとまだ未定だと思うんですけれども、事業の内容

のところで新成人による実行委員会での決定、これは主になっていいと思うんです

けれども。  

 やはり教育委員会としてどのように、成人式って大事な事業だと思うんですよ。

大人になる気づきとか、そういうものをもっと考えてやっていただきたいと思って

いまして、これについてただ漠然と実行委員に任せるんじゃなくて尾鷲としてどの

ように成人式を位置づけるのかという、ちょっと長くなってしまっていますけれど

も、僕はそういう必要性というのはあるんじゃないかと思っていまして。  

 今、尾鷲高校ではまちいく事業ということでいろんな尾鷲のまちを考える。特産

品とかいろんなことも考える。そういう中で２０歳になって尾鷲で就業される方も

いますし、また、名古屋、大阪、東京という、そこの参加市やないですけれども、

まちに出かけるわけですね。その中で尾鷲を再度見直したときにどういうことが考

えられるかということを、そういう気づきも含めて尾鷲の将来を、そういう断定と

か命令とかそんなんじゃなくて、そういうものも含めた形の成人式も必要じゃない

のかということを感じるわけです。  

 そういうことで実行委員会の決定においてはやっぱり教育委員会もその中身をサ

ポートしてあげるということも重要かと思いますので、今後これがスケジュール感

を持って進められると思うんですけれども、そこら辺を何回か出席させていただく

中で思いましたので、その点はいかがですかね。教育長でもよろしいです。教育長。  

○出口教育長   私も成人式に参加をさせていただきまして、新成人の方々のお話

がございますね。あの中にやはり尾鷲へ生まれてよかったというようなことである

とか、改めて尾鷲のよさが分かったという、そういうふうな、今、野田委員もおっ

しゃったように外部へ一旦出て、そしてその中でまた尾鷲をもう一度見直していく

という、そういう気持ちというのは非常に大事でございますし、我々もそういう新

成人の言葉を受け止めていくというのも非常に大事だと思いますので、その部分に

ついては今後も新成人の方々と意見交換をしていくということも大事だと思います。  

 そして、もう一つは、実行委員会に全て任せているということではございません

で、教育委員会と実行委員会とが一緒になって成人式をつくり上げていくというス
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タンスで進めておりますので、そこら辺のところは御理解をいただきたいというふ

うに思います。  

○野田委員   そこら辺はくどいようですけれども、ちょっと思っていただいて、

一生懸命していただいておるのは十分分かるんですけれども、そこら辺もひとつま

たよろしくお願いしますということで、以上です。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   では、ないようですので、私のほうから１点、もういつものことな

んですけど、３３４ページの体育文化会館の管理費のところで、生涯学習課長、１

１、需用費で修繕費８０万９ ,５５２円ということでトイレ等の整備に充てたとい

う説明をいただいたんですけど、言うまでもなく今の市営体育館の現状はもう皆さ

ん現場におられる方ですので、一番よく理解をされていると思うんですけど、もう

今年の予算を見てもそうなんですけれども、抜本的な対策というのはもう全くされ

ていないし、体育館の見通しの計画についても公共施設の中でノミネートをされて

おりますけれども、現実としてもう真っ先に僕は教育委員会として対策を講じてい

かなあかん施設ではないのかなというような強い思いがしております。  

 中期、長期、短期じゃなくて、今すぐにでも本当に手をつけなあかん部分が結構

あるということで、雨漏りの箇所を見てももう恐らく５０か所ぐらい漏れておるん

やないかなというような感覚で思うんですけど、やはり何をさておいても建物の雨

漏りを止めるというのが基本的な、僕はごく当たり前の話だと思うんですけど、そ

ういった意味では、改めて教育委員会としての現状の体育館の在り方についてはど

のような見解をお持ちですか。  

 もうざっくばらんなことで、もう明確にお聞かせしてほしいですね。本当にいつ

までもずるずるずるずるこういったことを続けるんじゃなしに。使用していなかっ

たらいいんですよ。現在市民の方が十二分使用しておられる体育館ということで、

耐震診断のほうも当然そうなんですけれども、そういった意味では教育委員会とし

ては責任ある対応をする必要がもう急務じゃないかなというふうな思いがいたして

おります。いかがですか。  

○出口教育長   この体育館につきましては、私も本当に大変気に病んでおりまし

て、委員長言われましたように、抜本的対策がこれはもう必要であろうと。私も毎

日毎日あそこで活動されている一般市民の方を見ておりまして、それと併せて体育

館の建物自体も見ておるところでございます。  
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 その中で本当にこのままでどうなんだということはいつも思っておりまして、委

員長の言われる本当に早急な抜本的対策、あるいはその方向性を示していく必要が

あるというふうに思いますので、そして今回はたまたまかどうか個別計画をつくる

ということになっておりますので、その中でやはり明確な方向性というものを示し

ていきたいなというふうに考えております。  

○南委員長   個別計画の結論っていつ出ますか。  

○三鬼生涯学習課長   財政課のほうが一応担当課になっておりまして、またこの

前の委員会での報告があったかと思います。そういうふうなスケジュールで今後進

めていかれると思いますので、担当課としてもその協議の中に入っていきたいなと

思っております。  

○南委員長   何か危機感が伝わってこないなという感じがするんですけど、もう

昨日や今日始まった問題ではないですよね。本当に。僕自身も二村教育長の時代か

ら体育館についてはいろんな調査と精査をすべきだろうということで再三言ってお

りましたけれども、一向に改善されていないんですよね。はっきり言って。  

 もうぜひとも本当に抜本的というか、方向性を明確に示す時期であるし、もし示

されないのであれば、もう使用禁止にするぐらいの気構えでなければ、市民の安心

と安全は守れないと僕は思うんですね。本当の話。そういった意味ではもう早急に、

もう喫緊の課題ですよ、本当に。ぜひとも方向性だけでもはっきり出していただく

ようお願いいたします。  

 以上です。答弁は要りません。  

 よろしいですか。教育委員会の審査。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようでしたら、教育委員会の審査を終わります。  

 続いて、水道部に入っていただきます。  

（休憩  午後  １時４５分）  

 

（再開  午後  １時４８分）  

○南委員長   休憩前に引き続き会議を開きます。  

 次に、水道部、議案第６３号、令和元年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金

の処分及び決算の認定についての説明をお願いいたします。  

○佐野水道部長   それでは、よろしくお願いいたします。  

 議案第６３号、令和元年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算
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の認定について説明をさせていただきます。通知をさせていただきます。よろしい

ですか。  

 まず最初に、令和元年度決算の業務実績の概要について説明をさせていただきま

す。  

 損益計算上の給水収益は４億４ ,７４５万２ ,０９８円で、前年度と比較しますと

２ ,４８５万７ ,６６３円の減額で、前年比約５ .３％の減となりました。  

 その内訳は、上水道収益では２ ,２７７万８３９円の減額、前年比約５ .６％の減

です。  

 簡易水道収益では２０８万６２４円の減額で、前年比約３ .２％の減となりまし

た。  

 それでは、令和元年度尾鷲市水道事業会計決算書から説明をさせていただきます。

なお、さきの本会議の提案説明におきまして決算書の説明をいたしましたので、重

複する部分については概略を説明させていただくということでお願いいたします。  

 まず、１ページのほうを御覧ください。  

 （１）収益的収入及び支出につきましては、収入の第１款水道事業収益の決算額

は５億２ ,５０６万７ ,３０６円で、予算額より４３３万１ ,３０６円の増となりま

した。  

 次に、支出の第１款水道事業費用の決算額は４億９ ,５９４万７ ,８７６円で、１ ,

７５０万１２４円の不用額が生じております。  

 続きまして、３ページの（２）資本的収入及び支出についてですが、収入の第１

款資本的収入の決算額は６ ,４０８万２ ,７００円で、予算額より３９６万３００円

の減となっております。  

 次に、支出の第１款資本的支出の決算額は３億２７７万５ ,４４０円で、不用額

が４８７万８ ,５６０円となっております。  

 また、資本的収支においては、収入額が支出額に対して不足する額２億３ ,８６

９万２ ,７４０円は、下段のほうに記述してありますように当年度分の消費税及び

地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金のほうで補

塡をいたしました。  

 次に、５ページの損益計算書を御覧ください。  

 科目別の詳細につきましては後ほど説明をさせていただきます。  

 まず、１、営業収益４億５ ,１２０万１４０円から２、営業費用４億１ ,２５５万

７ ,９３７円を差し引いた３、３ ,８６４万２ ,２０３円が営業利益で、これに３の



－４３－ 

営業外収益３ ,４２９万９ ,５５５円を加え、４、営業外費用４ ,９８１万２ ,８２５

円を減額いたしますと本年度は２ ,３１２万８ ,９３３円の経常利益となりました。  

 この経常利益から６、特別損失４５万７ ,２２７円を差し引いた当年度純利益は

２ ,２６７万１ ,７０６円となり、この当年度純利益に前年度繰越利益剰余金３億２ ,

２２０万７ ,１７６円を加え、減債積立金の使用に伴い発生するその他未処分利益

剰余金変動額３ ,３９６万３１９円を合わせた額３億７ ,８８３万９ ,２０１円が当

年度未処分利益剰余金となります。  

 次に、６ページの剰余金計算書を御覧ください。  

 資本剰余金の資本金は、前年度末残高に前年度処分額４ ,４４４万６ ,０４４円を

加え、当年度末残高は１９億５ ,５０９万４ ,３７６円となっております。  

 資本剰余金の部では、工事負担金からその他資本剰余金までの資本剰余金合計は

前年度末残高と同額で４ ,６８２万３８８円となります。  

 利益剰余金の部では、減債積立金は今年度の補塡財源として３ ,３９６万３１９

円を使用したため、当年度末残高は１億７ ,０５６万１７９円となり、建設改良積

立金は前年度末残高と同額で７ ,６４３万５ ,９５６円となります。  

 未処分利益剰余金の当年度末残高は、先ほどの損益計算書で説明いたしました当

年度未処分利益剰余金３億７ ,８８３万９ ,２０１円で、利益剰余金合計は６億２ ,

５８３万５ ,３３６円となります。  

 続きまして、７ページの尾鷲市水道事業会計剰余金処分計算書（案）につきまし

ては、利益の処分について本議案において一括して御審議をお願いするものであり、

当年度未処分利益剰余金３億７ ,８８３万９ ,２０１円のうち、減債積立金の使用に

伴い発生したその他未処分利益剰余金変動額の同額分３ ,３９６万３１９円を資本

金へ組み入れ、残額の３億４ ,４８７万８ ,８８２円を翌年度へ繰越ししようとする

ものでございます。  

 次に、貸借対照表のほうに移らせてもらいます。  

 ８ページから１０ページのほうを御覧いただきたいと思います。  

 まず、８ページの資産の部でありますが、１の固定資産は（１）有形固定資産か

ら（３）投資その他の資産までの合計で５１億２８７万６７２円であります。  

 ２の流動資産は（１）現金預金から（４）その他流動資産までの合計が７億５ ,

６０３万５ ,３９７円で、資産合計は５８億５ ,８９０万６ ,０６９円となります。  

 ９ページの負債の部でございますが、３の固定負債は（１）の企業債と（２）引

当金の合計で２５億８ ,４３８万９ ,４４８円となります。  
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 ９行目にございます（ロ）修繕引当金につきましては、１０月の集中豪雨による

簡易水道水源地の修繕費として３２５万８ ,０００円を取崩しいたしました。  

 次に、４の流動負債は（１）企業債から（４）のその他流動負債までの合計２億

９ ,１６５万４ ,４３１円でございまして、次の５の繰延収益３億５ ,５１１万２ ,０

９０円を合わせた負債合計は３２億３ ,１１５万５ ,９６９円となります。  

 １０ページの資本の部では、６、資本金は１９億５ ,５０９万４ ,３７６円、７、

剰余金は（１）資本剰余金と（２）利益剰余金の合計６億７ ,２６５万５ ,７２４円

となり、資本合計は２６億２ ,７７５万１００円となります。  

 負債資本の合計は５８億５ ,８９０万６ ,０６９円となり、８ページの資産合計の

額と一致をしております。  

 次に、１１ページ、１２ページ、こちらのほうは会計処理の基準及び手続のほう

を注記として明示しております。  

 続きまして、１３ページのほうを御覧ください。  

 １３ページからの決算附属書類、令和元年度尾鷲市水道事業報告書につきまして

は、１９ページ以降の令和元年度尾鷲市水道事業会計収益費用明細書、こちらのほ

うで一部御説明を申し上げます。その他の内容につきましては後ほど御参照をいた

だきたいと思います。  

 続きまして、１８ページ、令和元年度尾鷲市水道事業会計キャッシュフロー計算

書を御覧ください。通知をいたします。よろしいですか。  

 １番です。１、業務活動によるキャッシュフロー、これは当年度純利益から非現

金支出項目と流動資産、流動負債の増減を調整して、通常の業務活動の実施に係る

資金の状態を間接法で表示しております。業務活動により資金が１億９ ,８６１万

９ ,７８４円増えたことを表しております。  

 ２、投資活動によるキャッシュフローは、固定資産の取得など、将来に向けた運

営基盤確立のための投資活動に係る資金の状態を示すものでございまして、固定資

産の取得による支出、一般会計または他の特別会計からの繰入金による収入及び工

事負担金の受入れによる収入の項目を表示しております。投資活動に資金を３ ,８

６２万２ ,１１０円使ったことを示しております。  

 ３、財務活動によるキャッシュフローは企業債の借入れ、償還などの資金調達に

よる資金の増減を表しており、資金が１億６ ,９２４万７ ,８５４円減ったことを示

しております。  

 ４、資金増加額（又は減少額）ですが、１から３までの合計で資金が９２５万１



－４５－ 

８０円減ったことを示しております。  

 ５、資金期首残高は期首の現金・預金残高であり、平成３０年度決算の現金・預

金額の７億５ ,３５８万５０５円となっており、これから４、資金減少額を差し引

いた６、資金期末残高は７億４ ,４３３万３２５円で、これは８ページの令和元年

度尾鷲市水道事業会計貸借対照表、現金・預金の額と一致をしております。  

 １９ページのほうを御覧ください。  

 明細書のほうです。  

 水道事業収益、営業収益のうち給水収益４億４ ,７４５万２ ,０９８円は上水道、

簡易水道料金で、前年度と比較をいたしますと２ ,４８５万７ ,６６３円の減収とな

り、約５ .３％の減となりました。  

 受託工事収益はございませんでした。  

 他会計負担金は、公園、墓地等の用水等の一般会計負担金でございます。  

 その他営業収益は手数料と材料売却収益等で、給水工事申請時に設計審査及び工

事検査料等と直結止水栓、メーターボックスの材料売却の収益でございます。  

 営業外収益では預金利息が１３万１ ,２４９円、他会計補助金は簡易水道事業の

企業債支払利息に対する一般会計からの補助金でございます。  

 次の長期前受金戻入は、固定資産の取得または改良に充てるための補助金等を長

期前受金といたしまして負債に計上した上で、その補助金等が充てられた資産の減

価償却及び除去に合わせて収益化をしていくものでございます。１ ,７５４万７ ,０

１２円となっております。  

 次の資本費繰入収益については、長期前受金戻入同様に固定資産の取得または改

良に充てるために起こした簡易水道事業の企業債元金償還に対する一般会計からの

補助金でございます。  

 次のページのその他雑収益のほうでございますが、これは紀勢国道事務所熊野尾

鷲道路出張所、樋ノ口にございます。それと、及び矢浜保育園への貸付けをしてい

る用地の賃貸料等と、それと昨年の９月補正予算に計上させていただいた裁判費用

分の保険金収入でございます。  

 続きまして、支出のほうでございます。  

 ２１ページの水道事業費用、営業費用のうち原水及び浄水費でございますが、給

料から雑費までの計６ ,８６７万７ ,２９１円は２名分の人件費のほか、主なものは

委託料として電気工作物の保安管理業務、各配水池施設の設備保守点検業務、水質

検査業務委託料を支出いたしました。  
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 手数料は、簡易水道の毎日の水質検査が主なものでございます。  

 修繕費につきましては各施設の維持修繕に係る支出で、動力費につきましては上

水道及び簡易水道浄水場施設の電気料でございます。  

 続きまして、２２ページの配水及び給水費でございますが、給料から雑費までの

計４ ,５３７万５ ,０９６円は、３名分の人件費のほか、主なものといたしましては、

委託料では浄水区域管路診断業務と水道施設管理システム、保守点検情報更新業務

委託等で、修繕費につきましては配水管の漏水等の修繕費でございます。  

 動力費は、上水道及び簡易水道排水施設の電気料であります。  

 材料費は、公道ボックスなどで修繕に伴う材料費でございます。  

 受託工事費につきましては支出はございませんでした。  

 続きまして、２３ページの業務費につきましては、備消品費から雑費までの計４ ,

３７８万５ ,２０１円のうち、主なものとしては委託料として窓口及び検針収納業

務委託料等でございます。  

 手数料は、水道料金に係る口座振替手数料等であります。  

 次に、修繕費ですが、これは計量法に基づく量水器の交換修繕料等でございます。  

 続いて、総係費につきましては、給料から雑費までの計３ ,８４６万３ ,５３２円

のうち４名分の人件費のほか、主なものを御説明いたします。  

 委託料は庁舎警備などの業務委託費で、賃借料では会計システム使用料が主なも

のであります。  

 次に、減価償却費として２億１ ,２４９万６ ,０４１円、資産減耗費につきまして

は固定資産除去費として３４０万５ ,８７６円を支出しており、その他営業費用と

して材料売却原価３５万４ ,９００円を支出しております。  

 次の営業外費用の支払利息４ ,９８１万２ ,８２５円は、備考欄のとおりの企業債

利息の支出となっております。  

 次の特別損失、過年度損益修正損４５万７ ,２２７円につきましては、漏水等に

よる還付金が主なものでございます。  

 続いて、２５ページのほうに移りまして資本的収入でございますが、給水加入金

２２４万円は上水道２９件、簡易水道１件の給水設備新設等による加入金収入であ

ります。  

 次に、負担金２８４万７ ,９００円は、消火栓設置５基分の一般会計負担金であ

ります。  

 企業債５ ,８８０万円は、中川地内等の配水管布設替え事業に対する上水道企業
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債と須賀利地内等の配水管布設替え事業及び古江加圧ポンプ場等のポンプ取替え事

業に対する簡易水道企業債の借入金であります。  

 続きまして、資本的支出のうち建設改良費では、固定資産購入費として機械装置

費で量水器を、工具器具備品費で非常用発電機２台を購入いたしました。  

 上水道施設整備費では、工事請負費として中川地内配水管布設替え工事のほか２

件の工事費でございます。  

 また、簡易水道施設整備費では、工事請負費として早田地内配水管改良工事ほか

６件の工事、それと委託料として古江加圧ポンプ場加圧ポンプほか取替え工事等の

詳細設計業務委託分であります。  

 次の企業債償還金は企業債元金の償還金でございます。  

 続いて、次のページの２６ページから２９ページのほうには有形・無形固定資産

明細書、投資明細書及び企業債明細書を、その後最終の３０ページのほうには上水

道、簡易水道別の損益計算書を添付させていただいております。  

 決算書の説明につきましては以上でございます。  

 続きまして、配付をさせていただいている資料のほうの御説明をさせていただき

たいと思います。通知をさせていただきます。よろしいですか。  

 それでは、資料の１ページのほうから御覧ください。  

 未収金明細書、こちらは決算書８ページの貸借対照表の２、流動資産の（２）未

収金の水道料金１ ,０５８万４８１円の明細でございます。内訳は、上水道現年度

分が８７５万６ ,９１１円、過年度分が３８万５７１円、簡易水道現年度分８８万

３ ,７７８円、過年度分が１０５万９ ,２２１円となっております。  

 なお、決算額合計は表の一番下に印がありますが、ここにありますように未収金

の合計は１ ,１０８万４８１円となっており、決算書の未収金額と５０万円の差額

がありますが、これは未収金のうちに５０万円を回収の見込みが低い実績から勘案

した破産更生債権として位置づけておりまして、この同額を貸借対照表の１、固定

資産の（３）投資、その他の資産の破産更生債権等の貸倒引当金５０万円として計

上をさせていただいております。  

 また、未収金につきましては決算後９２７万２８７円の収納がございまして、７

月３１日現在ではありますが、この段階で未収金は１８１万１９４円となっており

ます。  

 滞納整理につきましては滞納整理結果表の記載のとおりでございます。  

 ２ページのほうには、令和２年７月３１日現在の年度別水道料金未納者数・未納
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金額表でございます。  

 ３ページのほうを御覧いただきたいと思います。  

 貯蔵品在庫調書と未払金明細書を添付してあります。未払金明細書につきまして

は決算書９ページ、貸借対照表の負債の部、４の流動負債のうち未払金４ ,８３３

万３ ,８０７円の明細でございます。  

 ４ページには、目別の職員給与費明細書を添付してございます。御覧をいただけ

ればと思います。  

 ５ページのほうを御覧ください。  

 経営戦略の投資財政計画に令和元年度決算を反映させたものです。網かけをして

いる部分が今回変更となったところでございます。印が中ほどにあると思うんです

が、当年度純利益と繰越利益剰余金の欄のほうを御覧いただきたいと思います。  

 計画当初と比較いたしますと当年度純利益が令和元年度では４ ,６０４万４ ,００

０円増額の２ ,２６７万２ ,０００円となったことによりまして、計画の最終年度の

令和１０年度の繰越利益剰余金が３億２ ,００５万６ ,０００円となりまして、計画

当初より１億１ ,５５６万１ ,０００円の改善というふうになりました。  

 次に、６ページのほうを御覧ください。  

 同じくこちらは令和元年度決算を反映させたものでございまして、下から３行目

の令和元年度の補塡財源不足額がマイナスの５億９ ,１８７万５ ,０００円となりま

す。結果、計画最終年度の令和１０年度の補塡財源不足額はマイナス５億１ ,８１

４万５ ,０００円となりました。  

 計画当初のマイナス４億２ ,３１８万５ ,０００円と比較いたしますと９ ,４９６

万円改善され、運転資金である令和１０年度末の補塡財源残高は５億１ ,８１４万

５ ,０００円となる見込みでございます。  

 以上が令和元年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定に

ついての御説明でございました。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  

○南委員長   ありがとうございました。水道部からの説明は以上でございます。  

 御質疑のある方。  

○小川委員   資料の２ページです。ちょっとお願いします。未納金額が１８１万

幾ら残っているとなっていますけど、水道料金の場合、時効って２年ですよね、督

促状を出しても最長で４年ぐらいになると思うんですけど、４年というと２８年か

２７年ぐらいのやつは本当はみんな時効になっているやつばっかりじゃないですか。  

○佐野水道部長   何もしなければそうなんですが、これは滞納されておる方と私
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どものほうで誓約を交わしておりまして、これは分納で少しずつ入れていただいて

おる方も含めての額ということで、これは時効という部分で消えていくものとそう

でないものがあるということで。  

○小川委員   督促状を出した場合とか確認書をした場合には延びるんですよね。

それ１回限りなんですよね。ということは、４年間、大体水道料金の時効というの

は２年ですよね。４年がたっておるやつは時効が来て本人が時効の援用を申し入れ

た場合、これは全部消えるんじゃないですか。  

○佐野水道部長   先ほども申しましたが、当人さんとたまっている部分について

お話をさせていただいて、これは納めますという誓約書、双方で判をついて、そう

いう約束事をしておりますので、その時効の部分とはちょっと違うということです。  

○野田委員   元年の決算書の損益計算書のほうからちょっと何点か質問させてい

ただきたいんですけれども、この雑収益のところで４２１万１ ,１０５円という形

で、これは先ほど内訳については説明していただいたんですけれども、前年度と比

較すると収益が上がっているのかなと思うんですが、これはその他の要因はどのよ

うな要因でしたか。  

○森下水道部次長兼係長   先ほども説明させていただいたんですけれども、裁判

費用分の保険金として２００万円入ってきた部分がありまして、その分がもろもろ

となります。  

○野田委員   それと１３ページなんですけど、１３ページの事業報告書のところ

でちょっと気になるのは、給水量の前年度比較において増減三角マイナスの１６万

６ ,３９２立方の減少というか、減っているわけなんですけれども、これについて

は給水人口とか戸数とかそういうのは分かるんですけれども、総量として極端に減

っているというのは何か要因があったんですか。  

○佐野水道部長   今進められております中電さんの大口さんの使用が、もうほと

んど基本料金は納めていただいておりますが、使用料がぐっと減ったということも

一つの要因かと思いますし、あとはおっしゃられるように人口減のほうの影響もこ

れに加味されてということだとは思います。  

○野田委員   それと、１５ページのところの、ちょっとくだらない質問かも分か

らんのやけれども、須賀利地内の配水管布設替え工事が１ ,６００万と上がってい

るんですけど、これはあの須賀利地区のどの部分、全体なんですか。この金額がま

あまあ大きい形になっているんやけれども。  

○林水道部係長   須賀利の工事箇所になるんですけど、須賀利ポンプ場を出た基
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幹配水管の１５０という太い管を今直しまして、それの改良になりますので、この

金額ということで、３００メーターということで。  

○野田委員   それと、１７ページの重要契約の要旨のところなんですけど、今回

令和元年６月２５日の中電の工業株式会社というところが契約の相手先で大きな金

額が上がっているんですけれども、これはどういう内容ですか。  

○佐野水道部長   ここにも契約の内容ということで上がっておりますが、尾鷲市

の水道事業の窓口、支払いなんかされる窓口と、それとそれぞれの家庭へ行っての

検針とか収納、それらの業務を過去からやっておりまして、昨年の６月に契約を結

び直して３年間の更新をさせていただきました。ここに上がっている数字というの

は総計でございますので、３年分ということでございます。  

○野田委員   同じく一番下のところですけれども、現金・預金保管に関する事項

というところで、第三銀行さんのほうに７億４ ,４３３万３２５円というのが預金

の普通預金にあるんですけど、前回前年度については分散された形で預貯金のほう

を上げていたんだけれども、今回一つにまとめたという理由というのは何かあるん

ですか。  

○森下水道部次長兼係長   昨年度につきましては今まで年度内に定期の解約を行

っていたものを、期間を延ばして預け入れしたら利息があるんじゃないかというこ

とでさせてもらったんですけれども、利息がもう低利益で上がらないということで

年度内で定期を解約して、年度が始まったらまた預けるというような形に戻させて

もらいました。その関係で普通預金だけになっています。  

○野田委員   最後ですけれども、ちょっと一つ、最後のページ、ここでちょっと

分からんもんで聞くんやけれども、上水道会計と簡易水道会計ということで合算し

た形で収益のほうは上がっているんですけれども、これを見ると簡易水道会計のほ

うは前年度もマイナスの金額になってきて、ある程度常態化した形になっていると

いうのは、ちょっと以前も説明されたのかどうか分からんけれども、こういう状態

でいくんですか。これは。ここの改善度合いとか、何か工夫というのはないんです

かね。  

○森下水道部次長兼係長   簡易水道事業の区域につきましては人口も少ないとい

うことで給水収益が少ないこともありまして、マイナスの数字というふうになって

います。  

○野田委員   ということは、もうこれは常態化というか、今言ったように給水人

口が少ないとか、これはもうこのままでいくしかないというふうに判断したらよろ
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しいんですか。ちょっと言い方が悪いかも分かりませんけど。  

○佐野水道部長   理想はそれぞれのところで利益が上がれば一番はいいんですが、

先ほど次長のほうからも説明がありましたように簡易水道の区域というのが輪内地

区、須賀利地区を含めてそういう地区で簡易水道を今やっています。  

 そうするといかんせん利用される方の数字も少ないしということになると、ここ

でプラスを出そうとすると別建ての値段というか、価格のほうの話というふうにな

るんですが、そういうわけにはいきませんので、そうするとこういう状況が、これ

は今始まった話ではなくてもう過去からということで常態化しているというのが現

状でございます。  

○奥田委員   ちょっと基本的なことを聞かせてもらいたいと思うんですけど、１

９ページのところ営業収益のその他営業収益、手数料１２万３ ,７００円と材料売

却収益が５３万７ ,０５３円あって、２４ページに材料、原価が出ているんですけ

ど、この内訳を、さっき説明されたかもしれないけど、ちょっと分かりやすく説明

してもらえませんか。  

 それと、なぜこれがその他営業収益に来ているのかとか、ちょっと教えてくださ

い。  

○森下水道部次長兼係長   貯蔵品を購入した場合は取りあえず貸借対照表上だけ

現金と商品が動きまして、こちらの資料にもある貯蔵品のうち直結止水栓とメータ

ーボックスというものを販売しているんですけれども、販売した際に売却収益を上

げて、購入した費用を費用化して、２４ページのその他営業費用の材料売却原価と

いうところに費用化して経理をしていくというような形を取らせてもらっています。  

○奥田委員   この手数料というのは何なんですか。  

○森下水道部次長兼係長   手数料は新規に水道を引く際の加入時にかかる検査手

数料になっております。  

○奥田委員   ただ、水道事業というのは、水道を皆さんに提供するというサービ

ス、それが営業目的なのかなと思ったんやけれども、そういう材料を売ったりとか

そういうふうなものも、これは売上げみたいなのやね。売上げですね。営業収益と

いうことは。そういうのを売上げというふうに捉えるんですね。  

○森下水道部次長兼係長   そういったものも収益として捉えております。  

○三鬼（和）委員   先ほど野田委員が聞かれていた須賀利の布設替え工事なんで

すけど、予算のときか何か伺ったときには人口減少がある形の中でどうなんかと言

ったときに、人口減少が進む中で止めるのをつけていくという、結果的に何か所ぐ
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らいそういう計画的なものであれしたんですか。民家があるところとか、現在の人

口を網羅して止水栓というか、あれを何か所ぐらい結果的には整備した形になるん

ですか。  

○林水道部係長   今回の整備したところなんですけど、ちょうど須賀利の町に入

るずっと手前の元旧小学校になりまして、特にそこは今民家というのがない状態で、

取りあえず１５０の基幹水路ということで、必ず工事区間の終わりと最初には弁を

つけさせてもらって、またそれからという形で、何か事故があったときに断水区間

をちょっとでも縮められるという形で工事のほうはさせてもらっています。  

○南委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようですので、水道部の審査をこれにて終了いたします。御苦

労さまでございました。  

 ここで１０分間休憩します。  

（休憩  午後  ２時２８分）  

 

（再開  午後  ２時３６分）  

○南委員長   それでは、休憩前に引き続き委員会を続行いたします。  

 今日最後の病院は説明だけ聞いて委員会を閉じ、来週改めて審査するということ

で御了承をお願いいたします。  

 それでは、議案第６２号、令和元年度尾鷲市病院事業会計決算の認定についての

説明を求めます。  

○尾上総合病院事務長   尾鷲総合病院でございます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第６２号、令和元年度尾鷲市病院事業会計決算の認定につきまし

て御説明いたします。通知いたします。  

 決算書の１、２ページを御覧ください。  

 病院事業会計決算報告書でございます。  

 （１）収益的収入及び支出の収入でございます。  

 第１款病院事業収益におきましては、予算額合計４３億２ ,１８０万２ ,０００円

に対しまして決算額は４２億６ ,０８３万３ ,８２７円で、予算額に比べ６ ,０９６

万８ ,１７３円の減でございます。  

 内訳といたしましては、第１項医業収益は予算額合計３８億２ ,８７９万８ ,００
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０円に対しまして決算額は３７億６ ,２８４万３ ,８５９円で、予算額に比べ６ ,５

９５万４ ,１４１円の減、第２項医業外収益は、予算額合計４億９ ,２９０万４ ,０

００円に対しまして決算額は４億９ ,７８１万２７８円で、予算額に比べ４９０万

６ ,２７８円の増、第３項特別利益は、予算額合計１０万円に対しまして決算額は

１７万９ ,６９０円で、予算額に比べ７万９ ,６９０円の増でございます。  

 次に、支出でございます。  

 第１款病院事業費用におきましては、予算額合計４３億１ ,１２２万８ ,０００円

に対しまして決算額は４１億９ ,４６１万６ ,６４２円で、不用額は１億１ ,６６１

万１ ,３５８円でございます。  

 内訳といたしまして、第１項医業費用は予算額合計４１億１ ,５３７万７ ,０００

円に対しまして決算額は４０億６０５万８９０円で、不用額は１億９３２万６ ,１

１０円でございます。  

 第２項医業外費用は、予算額合計１億４ ,７０９万６ ,０００円に対しまして決算

額は１億４ ,０６１万１ ,５９２円で、不用額は６４８万４ ,４８０円でございます。  

 第３項特別損失は、予算額合計４ ,８７５万５ ,０００円に対しまして決算額は４ ,

７９５万４ ,１６０円で、不用額は８０万８４０円でございます。  

 次に、３、４ページを御覧ください。  

 （２）資本的収入及び支出の収入でございます。  

 第１款資本的収入におきましては、予算額合計３億２ ,２４８万９ ,０００円に対

しまして決算額は３億２ ,３６８万８ ,０００円で、予算額に比べ１１９万９ ,００

０円の増でございます。  

 内訳といたしまして、第１項企業債は予算額合計１億２ ,９３０万円に対しまし

て決算額は同額の１億２ ,９３０万円でございます。  

 第２項負担金は、予算額合計１億９ ,１３８万８ ,０００円に対しまして決算額は

同額の１億９ ,１３８万８ ,０００円でございます。  

 第３項投資返還金は、予算額合計１８０万円に対しまして決算額は３００万円で、

予算額に比べ１２０万円の増でございます。  

 第４項寄附金は、予算額合計が１ ,０００円に対しまして決算額は０円で、予算

額に比べ１ ,０００円の減でございます。  

 次に、支出でございます。  

 第１款資本的支出におきましては、予算額合計４億５ ,２９８万１ ,０００円に対

しまして決算額は４億４ ,１３７万９ ,６６２円で、不用額は１ ,１６０万１ ,３３８
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円でございます。  

 内訳といたしまして、第１項建設改良費は予算額合計１億３ ,５３１万４ ,０００

円に対しまして決算額は１億３ ,０３１万３ ,０５４円で、不用額は５００万９４６

円でございます。  

 第２項企業債償還金は、予算額合計３億１ ,０４６万７ ,０００円に対しまして決

算額は３億１ ,０４６万６ ,６０８円で、不用額は３９２円でございます。  

 第３項投資は、予算額合計７２０万円に対しまして決算額は６０万円で、不用額

は６６０万円でございます。  

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億１ ,７６９万１ ,６６２円は

全額一時借入金で措置いたしました。  

 次に、５、６ページをお願いいたします。  

 病院事業会計損益計算書でございます。  

 １の医業収益の（１）入院収益は２２億２ ,６５６万４ ,１５９円、（２）外来収

益は１４億１ ,９２４万５ ,２９８円、（３）健診収益は２ ,９８５万８ ,１２６円、

（４）その他医業収益は７ ,８０５万２ ,６１１円でございます。  

 医業収益合計として３７億５ ,３７２万１９４円でございます。  

 ２、医療費用の（１）給与費は２３億２ ,１９１万５ ,５７０円、（２）材料費は

７億３ ,８５８万１６４円、３、経費は６億７ ,３９５万８６６円、（４）減価償却

費は２億１９０万６ ,５２６円、（５）資産減耗費は６４７万７ ,２１４円、（６）

研究研修費は６２９万９ ,４４６円。  

 医業費用合計は３９億４ ,９１２万９ ,７８６円で、医業収益から医業費用を差し

引いた医業損失は１億９ ,５４０万９ ,５９２円でございます。  

 ３、医業外収益、（１）負担金は２億３ ,３６１万２ ,０００円、（２）補助金は

３ ,９６６万１ ,０００円、（３）患者外給食収益は９７万２ ,５８３円、（４）長

期前受金戻入は２億２３万９ ,３４２円、（５）その他医業外収益は２ ,１８０万１ ,

９８１円で、医業外収益合計は４億９ ,６２８万６ ,９０６円でございます。  

 医業外費用の（１）支払利息及び企業債取扱諸費は５ ,７５０万３ ,７８５円、

（２）患者外寝具賃借料は４３万１ ,８８０円、（３）雑損失は２４０万円、（４）

雑支出は１億３ ,２４１万６ ,２３１円。  

 医業外費用の合計は１億９ ,２７５万１ ,８９６円で、医業外収益から医業外費用

を差し引いた収支は３億３５３万５ ,０１０円となり、医業損失を差し引いた経常

利益は１億８１２万５ ,４１８円でございます。  
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 ５、特別利益の過年度損益修正損は１７万９ ,６９０円でございます。  

 ６、特別損失は（１）災害による損失４ ,４４０万２ ,０００円で、特別利益から

特別損失を差し引いた収支はマイナス４ ,４２２万２ ,３１０円でございます。  

 経常利益に特別利益と特別損失を加味した当年度純利益は６ ,３９０万３ ,１０８

円で、これに前年度繰越欠損金２９億３ ,１０２万４ ,０８０円を加えた当年度未処

理欠損金は２８億６ ,７１２万９７２円となり、この額を翌年度に繰越しするもの

でございます。  

 次に、７、８ページを御覧ください。  

 剰余金計算書について御説明いたします。  

 資本金は前年度末残高と同額の２億８５万６ ,０９５円でございます。  

 次に、資本剰余金の受贈財産評価額、寄附金及び国県補助金は前年度末残高と同

額のそれぞれ３ ,１３０万９ ,４１２円、１ ,８２７万６ ,６５０円、１億６ ,６９６

万３ ,７６２円でございます。  

 その他資本剰余金は、非償却資産分に係る一般会計からの元利償還繰入金１ ,０

９１万５ ,０００円により当年度末残高は２５億９ ,７９８万４２１円でございます。  

 これらを合計した資本剰余金の当年度末残高は２８億１ ,４５３万２４５円でご

ざいます。  

 次に、利益剰余金は、当年度利益６ ,３９０万３ ,１０８円により当年度末残高は

マイナス２８億６ ,７１２万９７２円でございます。  

 次に、７ページ下段、欠損金処理計算書について御説明いたします。  

 いずれも当年度処分額はございませんので、それぞれの処分後残高は資本金が２

億８５万６ ,０９５円、資本剰余金が２８億１ ,４５３万２４５円、未処理欠損金が

マイナス２８億６ ,７１２万９７２円でございます。  

 次に、９ページから１１ページまでの貸借対照表について御説明いたします。  

 まず、９ページ、資産の部でございます。  

 １、固定資産の（１）有形固定資産はイ、土地、ロ、建物、ハ、構築物、ニ、機

械備品、ホ、車両、ヘ、その他有形固定資産、ト、建設仮勘定のそれぞれの資産額

合計９１億８５９万７ ,１１５円から、減価償却累計額の合計６２億３ ,９５２万７ ,

３０９円を差し引いた有形固定資産合計は２８億６ ,９０６万９ ,８０６円でござい

ます。  

 （２）無形固定資産は、イ、電話加入権、ロ、その他無形固定資産で、合計３２

７万９ ,２００円でございます。  
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 （３）投資その他の資産は、イ、学資貸与金９２０万円、ロ、その他投資５万６

５０円で、合計９２５万６５０円でございます。  

 これらの固定資産合計は２８億８ ,１５９万９ ,６５６円でございます。  

 次に、２、流動資産は（１）現金・預金１ ,０５０万５７３円、（２）未収金５

億９ ,１９１万１ ,８４０円から貸倒引当金４２３万９ ,２６８円を差し引いた５億

８ ,７６７万２ ,５７２円、（３）貯蔵品４ ,１２９万７ ,２８８円で、流動資産合計

は６億３ ,９４７万４３３円でございます。  

 固定資産、流動資産を合わせた資産合計は３５億２ ,１０７万８９円でございま

す。  

 １０ページを御覧ください。  

 負債の部でございます。  

 ３、固定負債の（１）企業債は、イ、建設改良等の財源に充てるための企業債１

６億９ ,４１１万１ ,４３８円、ロ、その他の企業債４ ,７７１万９ ,０００円で、令

和３年度以降に償還予定の企業債元金でございます。  

 （２）引当金、イ、退職給付引当金は３億７ ,９３３万８ ,１１１円で、固定負債

合計は２１億２ ,１１６万８ ,５４９円でございます。  

 ４、流動負債の（１）一時借入金は３億５ ,０００万円、（２）企業債、イ、建

設改良費等の財源に充てるための企業債３億２ ,４５７万８ ,０２２円、ロ、その他

の企業債２９８万１ ,０００円は令和２年度に償還予定の企業債元金でございます。  

 （３）未払金は１億７ ,９３７万２ ,３６６円でございます。  

 （４）引当金は、イ、賞与引当金１億１ ,５７９万４ ,１６４円及びロ、法定福利

引当金２ ,２８２万３ ,１７３円で、引当金合計は１億３ ,８６１万７ ,３３７円でご

ざいます。  

 （５）その他流動負債は２ ,３３６万８ ,４８２円で、流動負債合計は１０億１ ,

８９１万７ ,２０７円でございます。  

 ５、繰延収益は、（１）長期前受金３６億５ ,６８０万１ ,４３４円から収益化累

計額３４億２ ,４０８万２ ,４６９円を差し引いた２億３ ,２７１万８ ,９６５円でご

ざいます。  

 固定負債、流動負債、繰延収益を合わせた負債合計は３３億７ ,２８０万４ ,７２

１円でございます。  

 １１ページを御覧ください。  

 資本の部でございます。  
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 ６、資本金は２億８５万６ ,０９５円でございます。  

 ７、剰余金の（１）資本剰余金は、イ、受贈財産評価額３ ,１３０万９ ,４１２円、

ロ、寄附金１ ,８２７万６ ,６５０円、ハ、国県補助金１億６ ,６９６万３ ,７６２円、

２、その他資本剰余金２５億９ ,７９８万４２１円を合計した２８億１ ,４５３万２

４５円でございます。  

 （２）欠損金は、イ、当年度未処理欠損金と同額の２８億６ ,７１２万９７２円

となり、これを資本剰余金から差し引いたマイナス５ ,２５９万７２７円が剰余金

合計でございます。  

 資本金と剰余金を合わせた資本合計は１億４ ,８２６万５ ,３６８円で、負債と合

わせた負債資本合計は３５億２ ,１０７万８９円で、先ほど資産の部で御説明した

資産合計額と同額でございます。  

 次に、１２ページを御覧ください。  

 今回の決算及び財務諸表作成に当たっての会計処理の基準及び手続を記載してお

ります。  

 主なものについて御説明いたします。  

 １、重要な会計方針に係る事項に関する注記につきましては、１、資産の評価基

準及び評価方法として、貯蔵品は先入れ先出し法による原価法を適用しております。  

 ２、固定資産の減価償却の方法としては、有形固定資産は定額法を適用しており

ます。  

 ４、引当金の計上方法として、（１）退職給付引当金は職員の退職手当の支給に

備えるため、毎事業年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上するも

のでございます。  

 なお、当事業においては、平成２５年度末までの引き当てがないことから、地方

公営企業法施行規則附則第５条第１項に基づき、平成２６年度初日の要支給額を平

成２６年度から１５年間で分割して計上しております。  

 平成２６年度初日の要支給額が１１億１ ,２０９万１ ,１７１円であるため、平成

２６年度から令和９年度までは１年当たり７ ,４１３万９ ,４１２円を引き当て、令

和１０年度からは７ ,４１３万９ ,４０３円を引き当ていたします。  

 （２）賞与引当金及び法定福利費引当金は、職員の期末勤勉手当の支給及び法定

福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき当事業年

度の負担に属する額を計上しております。  

 次に、１３ページを御覧ください。  
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 （３）貸倒引当金は債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等によ

る回収不能見込額を計上しております。  

 ５、その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項として、消費

税及び地方消費税の会計処理につきましては予算は税込み処理、財務諸表は税抜き

処理としております。  

 Ⅱ、貸借対照表等に関する注記につきましては、１、企業債の償還に係る他会計

の負担は貸借対照表に計上されている企業債のうち、他会計が負担すると見込まれ

る額は１２億５ ,０５０万８ ,０００円でございます。  

 ２、引当金の取崩しは、（１）賞与引当金として１億１ ,２６１万８ ,９２７円を、

（２）法定福利費引当金として２ ,０８２万９ ,５４８円をそれぞれ取り崩しました。  

 Ⅳ、その他の注記につきましては、災害による損失の財源に充てるため企業債４ ,

７９０万円を借り入れました。  

 以上が令和元年度尾鷲市病院事業会計の決算説明でございます。  

 次に、決算附属書類について御説明いたします。  

 １４ページを御覧ください。  

 １４ページには総括事項を記載しております。  

 １５ページは、議会議決事項及び行政官庁認可事項を記載しております。  

 １６ページは職員に関する事項、（１）職種別職員増減表、１７ページから１８

ページは（２）部門別職員構成表でございます。職員数は２８７名でございます。  

 １９ページ上段は１００万円以上の建設及び改良工事の概況を記載しております。  

 下段は業務量で、（１）稼働状況につきましては入院延べ患者数が前年度に比べ

１８４人増の６万６ ,１７８人、外来延べ患者数が前年度に比べ９７９人減の９万

３ ,２６５人でございます。  

 また、病床利用率は一般病床で７３％、療養病床で６３ .５％、合計７９％で前

年度と同じでございます。  

 ２０、２１ページは科別患者取扱状況を記載しております。  

 ２２ページを御覧ください。  

 事業収入に関する事項でございます。  

 事業収入の合計は４２億５ ,０１８万６ ,７９０円で、前年度に比べ３９万６０６

円の減でございます。この減の主な理由といたしましては、入院収益が１億２ ,０

７４万４ ,５４３円増でしたが、外来収益が６ ,２１４万６ ,５２３円で、前年度に

比べ１億８ ,８８１万７ ,６６０円の減でございます。  
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 この減の主な理由といたしましては、前年度に比べ災害による損失で３ ,７８４

万３ ,７５０円の増となりましたが、一方で材料費が１億８ ,２０５万５９８円、経

費が１ ,１６７万６ ,８８０円、減価償却費が２ ,４８６万９ ,２１７円の減となった

ことなどによるものでございます。  

 ２４ページは４、科別診療報酬調定に関する事項で、科別の診療報酬は記載のと

おりでございます。  

 ２５、２６ページを御覧ください。  

 １、重要契約の要旨について御説明いたします。  

 （１）医療機械等の購入は透析機器、生化学自動分析装置、免疫分析装置、デジ

タルエックス線テレビ及び超音波画像診断装置の更新などが主なものでございます。  

 （２）委託契約等は警備等業務、清掃洗濯業務、給食業務、医療事務、電子カル

テ保守委託などが主なものでございます。  

 ２７ページを御覧ください。  

 ２、企業債及び一時借入金の概況でございます。  

 （１）企業債は前年度末残高２２億２６５万６ ,０６８円、本年度借入高１億７ ,

７２０万円、本年度償還高３億１ ,０４６万６ ,６０８円、本年度末残高２０億６ ,

９３８万９ ,４６０円で、前年度と比べ１億３ ,３２６万６ ,６０８円の減でござい

ます。  

 （２）一時借入金は本年度末残高３億５ ,０００万円で、前年度と比較して１ ,１

００万円の減でございます。  

 次に、３、現金・預金保管に関する事項でございます。紀北信用金庫古戸支店に

普通預金７３５万５７３円、同じく普通預金３００万円、病院総務課に時間外等の

会計窓口釣銭用１５万円で、合計１ ,０５０万５７３円でございます。この金額は

９ページ貸借対照表、流動資産の（１）現金・預金額と一致しております。  

 ２８ページを御覧ください。  

 ４、未収金明細書でございます。医業未収金５億８ ,２４５万７ ,９３４円、医業

外未収金７２０万３ ,９０６円、その他未収金２２５万円で、合計５億９ ,１９１万

１ ,８４０円でございます。  

 下段は５、貯蔵費明細書でございます。薬品１ ,６２４万６７４円、診療材料２ ,

５０５万６ ,６１４円で、合計４ ,１２９万７ ,２８８円で、前年度と比べ２３２万

２ ,２７４円の増でございます。  

 ２９ページは、６、未払金明細書でございます。医業未払金１億５ ,０５１万１ ,
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６２２円、医業外未払金３６８万８ ,３４４円、その他未払金２ ,５１７万２ ,４０

０円で、合計１億７ ,９３７万２ ,３６６円でございます。  

 ７、その他につきましては一般会計負担金等の充当先を記載しております。  

 ３０、３１ページはキャッシュフロー計算書でございます。資金期末残高は１ ,

０５０万５７３円で、貸借対照表、流動資産の現金・預金と一致しております。  

 ３２ページから３６ページは収益費用明細書を、３７ページから３８ページは資

本的収支明細書を記載しております。  

 ３９ページは有形固定資産明細書、無形固定資産明細書、投資その他の資産明細

書でございます。  

 ４０ページは企業債明細書でございます。令和元年度に発行したものは表の下段

５件でございます。  

 決算書の御説明は以上でございます。  

 引き続き総務課長のほうから資料の説明をさせます。  

○徳井総合病院総務課長   それでは、引き続き行政常任委員会資料について御説

明させていただきます。通知いたします。  

 １ページ目を御覧ください。  

 療養病棟と地域包括ケア病棟の収益でございます。  

 まず、当院の７階病棟は平成３０年度には療養病棟として運用しておりましたが、

令和元年度より地域包括ケア病棟に転換をいたしました。平成３０年度療養病棟は

延べ患者数計１万８２７名、診療報酬１億６ ,０３６万５ ,４４０円でございます。  

 令和元年度は、地域包括ケア病棟の当初の計画では地域包括ケア病棟入院料４か

ら開始し、１０月から地域包括ケア病棟入院料２に変更する計画でありましたが、

４月に在宅復帰率７０％以上を確保することができましたので、５月から地域包括

ケア病棟入院料２にすることができ、診療報酬が当初計画より増加いたしました。  

 令和元年度地域包括ケア病棟は延べ患者数１万３ ,０１６名、前年度と比較いた

しまして２ ,１８９名の増、診療報酬３億９ ,４５７万８７６円、前年度と比較いた

しまして２億３ ,４２０万５ ,４３０円の増となりました。  

 ２ページ目を御覧ください。  

 修繕費、医療器具修繕、施設設備関係修繕の内訳表で５０万以上でございます。  

 まず、医療機械器具修繕の主な修繕といたしまして、透析機械点検修繕３２２万

３ ,４０５円、アンギオ装置修繕２０７万円、人工呼吸器５台点検修繕１２１万５ ,

０００円等でございます。  
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 ５０万未満の修繕が１ ,２２３万７ ,１２５円、医療機械器具修繕費、合計２ ,３

３２万３ ,０４０円、前年度と比較いたしまして５３９万７ ,９３９円の減でござい

ます。  

 次に、施設設備関係修繕の主な修繕といたしまして、一般排水浄化槽配管修繕５

５０万円、医療用ガスアウトレットバルブパッキン交換修繕２００万、空冷チラー

室外ファンモーター交換修繕１１０万等でございます。  

 ５０万未満の修繕が８９８万５５９円、施設設備関係修繕合計で１ ,９７９万９ ,

５５９円、前年度と比較し３６５万２ ,８５６円の増でございます。  

 修繕費、医療機械器具修繕、施設設備関係修繕費の合計が４ ,３１２万２ ,５９９

円となり、前年度と比較し１７４万５ ,０８３円の減でございます。  

 ３ページ目を御覧ください。  

 賃借料の内訳表でございます。駐車場、その他で計１９か所の場所を借り入れて

おります。  

 ６ページ目を御覧ください。  

 ６ページ目は、１９か所の借り入れている場所を示しております。  

 ７ページ目を御覧ください。  

 各駐車場の年間賃借料を示しております。借入台数が２９６台、年間金額は合計

で１ ,６６５万３ ,２２８円でございます。借入場所、台数は平成３０年度と変わっ

ておりません。  

 ３ページ目にお戻りください。  

 科目、患者寝具着、布団等は、看護師白衣賃借料が看護師等の職員数の減及び褥

瘡マットの枚数の減が主な減の原因でございます。  

 科目、医師住宅賃借料は１２室を借り入れておりましたが、初期研修医１名が増

えたことから８か月で１室を借りたことによる増でございます。  

 科目、在宅酸素賃借料は、在宅酸素使用患者さんの減によるものでございます。  

 科目、医療機械賃借料は、在宅人工呼吸器継続陽圧呼吸器使用患者の減、アンギ

オ検査中止のため、ポリグラフシステム、ＩＡＢＰ装置等の賃借を取りやめたこと

による減が主な原因でございます。  

 科目、その他賃借料は、研修医用マンション借入れがなかったことからの減でご

ざいます。  

 賃借料合計は７ ,５００万７ ,２７０円となり、前年度と比較いたしまして２９１

万１ ,４４９円の減でございます。  
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 ４ページ目を御覧ください。  

 委託料の内訳表になっております。  

 科目、医療事務委託は、業務の見直しをしたことによる減でございます。  

 科目、院内業務委託は、給食業務委託は入院患者さんの増、療養病棟から地域包

括ケア病棟への転換により、経腸栄養食から経口食が増えたことによる増でござい

ます。  

 院内清掃業務及び警備業務は入札後の減でございます。  

 医療機械補修委託は、臨床化学自動分析装置を購入したことにより１年間の保守

が無償になったことによるものでございます。  

 超音波診断装置の増は、保守台数が１台増えたことによるものでございます。  

 科目、建物設備保守委託は、特殊構築物定期調査報告業務委託は２年に１回法定

的な検査を受けなければいけないことから実施したことによる増でございます。  

 科目、コンピューター保守委託は、主に元号改正対応費、ＤＰＣ本請求対応プロ

グラム費が増えたことによる増でございます。  

 科目、その他委託は、給食材料の材料費の増は入院患者さんの増、経腸栄養食か

ら経口食が増えたことによる増でございます。  

 医師派遣業務は、科目の変更による減でございます。  

 委託料合計は３億４ ,３０８万３ ,０４７円となり、前年度と比較いたしまして４

４６万６ ,５２２円の増でございます。  

 ５ページ目を御覧ください。  

 貯蔵品保管場所別内訳表でございます。  

 薬品費につきましては、薬剤部倉庫に１５３万７ ,３１８円、検査室倉庫に血液

として６万５ ,８２４円、試薬といたしまして３６３万２ ,２９０円、病棟ほかに１ ,

１００万５ ,２３８円、薬品費合計が１ ,６２４万６７４円でございます。  

 診療材料につきましては物品管理センターＳＰＤ倉庫に４１１万５ ,１０１円、

病棟ほかに２ ,０９４万１ ,５１３円、診療材料合計が２ ,５０５万６ ,６１４円でご

ざいます。  

 薬品合計、診療材料合計で４ ,１２９万７ ,２８８円となり、この合計が貯蔵品合

計額となっております。  

 ８ページ目から９ページ目を御覧ください。  

 資金の不足額についてでございます。  

 平成３０年度決算において約１億２ ,６００万の資金不足が発生し、初めて資金
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不足比率算定３ .３％が算定されました。令和元年度は平成２８年度に作成した尾

鷲総合病院新改革プランに記載した取組のうち、療養病棟から地域包括ケア病棟に

転換することにより患者１人当たりの単価が増となり、３年ぶりに黒字決算となり

ました。  

 また、資金不足につきましても前年度より７ ,４００万改善したことにより、資

金不足となるものの資金不足比率は２ポイント改善し、１ .３％となりましたが、

依然資金不足発生していることから改善に取り組んでまいります。  

 以上で資料の説明を終わらせていただきます。  

○尾上総合病院事務長   以上で令和元年度尾鷲市病院事業会計の決算説明とさせ

ていただきます。  

○南委員長   ありがとうございました。  

 審査のほうは９月２３日１０時から行いますので、よろしくお願いいたします。

本日はこれにて……。  

○奥田委員   その２３日に補正予算の審議のときに出された宿題、宿題といった

らあれですけど、されるんですよね。それで、もう一個だけちょっと追加をお願い

したいんですけど、いいですか。  

 この前の資料はちょっと見にくかったので、リニアックを入れた場合の純粋なキ

ャッシュフロー、それが出なかったので、それを５年間でいいもんで、表で分かり

やすく、できたら、すぐできるでしょう。粗々の数字で、あの数字で結構なので、

それだけちょっとお願いします。  

○南委員長   できるでしょう。５年間のキャッシュフロー。  

○尾上総合病院事務長   準備させていただきます。  

○南委員長   併せてよろしくお願いをいたします。  

 本日はこれにて終わります。  

（午後  ３時０９分  閉会）  

 


